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巻頭言

相談について

学生相談室長  櫻井  鼓  

コロナ禍による自粛や中止といった時期を過ぎ、2023 年の夏はさまざまなスポ

ーツの熱戦が繰り広げられた。なでしこジャパンの躍進、夏の甲子園での高校球

児の戦いは記憶に新しい。そのほか、水泳、陸上、テニスの国際大会などもあり、

多くの人々が観戦し話題にしたことと思う。選手たちに自分自身を重ね合わせ、

勇気をもらった、と語る人もいるかもしれない。そして自然なことではあるが、

成し遂げた結果が上位であればあるほど、マスメディアでも大きく取り上げられ

る。人々の盛り上がりも増すように思われる。  

ただ、華やかな結果、表に出てくることの背後に、選手たちの日々の努力や悩

みがあったであろうことにも目を向けたい。むしろ栄光が得られる時間は一瞬で、

再び日常に戻っていくと言えるのかもしれない。おそらくは、練習をし続けるこ

と、悩み続けることの方が、ほとんどの時間を占めているだろう。辛いと感じら

れること、代わり映えのしない毎日に、光の当たる瞬間が支えられている。  

 さ て、学生相談室は、来談する学生が抱えている悩みや心の課題に向き合うこ

とができるよう、場を提供している。相談は、心の気づかれにくいところを見つ

めていく作業でもあり、地道で華やかな表舞台ではない。しかし、毎回の相談の

積み重ねから、学生が気づきを得たり、学生と相談員の間に小さな感動があった

りする。そして、その学生がいずれは自分で何かをつかみ取ることができるよう

願っている。  

2022 年、学生相談室は、 3 月に笠谷光先生、植田あや先生がご退任され、 4 月

に新たに山内ひとみ先生、山本悠介先生をお迎えした。学生相談室の相談件数は、

ここ数年、コロナ禍の影響を受け減少していたものの、2022 年 度の件数は学生数

が増えたこともあってか、コロナ禍以前を超えている。 2022 年 度の取組として、

非常勤相談員によるオンライン企画もなされた。学生相談室の人員体制や相談利

用状況は学生相談室専任教員である荒木浩子先生が、今年も詳しい活動報告を書

いておられるのでそちらを参照していただければと思う。また本号には、非常勤

相談員の河野一紀先生の論文も掲載されているので、ぜひご一読願いたい。  

2023 年も、関係部署、その他学内外の多くの方々のご支援をいただいたことに

感謝申し上げます。  
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Ⅰ 論文

レヴィ＝ストロースの読者、ラカン

「呪術師とその呪術」の再読から見えてくるもの

非常勤相談員 河 野 一 紀 

1. はじめに

筆者は以前、クロード・レヴィ＝ストロースがマルセ

ル・モースの『社会学と人類学』（1950）に寄せた

「序文」の読解を通じて、その仕事がジャック・ラカン

に与えた影響について論じた 1。その際、レヴィ＝ス

トロースが 1949 年に発表した 2 編の論文、すなわ

ち、「呪術師とその呪術」2 と「象徴的効果」3 に言

及したが、紙幅の都合で検討することができなかっ

た。そこで本稿では、前者の再読をおこない、それ

がラカンに与えたであろう
．．．．
影響について考えてみた

い。なお、後者の検討は別の機会に譲りたい。

さて、これらの論文では、シャーマニズムと精神分

析が比較され、両者に共通する治療機序に関して

大胆な仮説が提出されたのだが、こうした試みは当

初、精神分析家達からは自らの実践に対する批判

や揶揄として受け取られた。現在でも、精神分析を

はじめとした心理療法の実践家にとって、自らの実

践と様々な「民間療法」との比較検討は、アクチュア

ルかつクリティカルなテーマであり続けている 4。と

はいえ、シャーマニズムと精神分析の比較検討が今

日、1949 年当時と同等のインパクトを保ち続けてい

るとは言い難いかもしれない。というのも、文化的背

景の異なる人々の心の病を、その出身文化の枠組

みのなかで理解しようとする、トビ・ナタンによる民族

精神医学 ethnopsychiatrie の実践やアンリ・エラ

ンベルジェの比較精神療法学の提唱に代表される

ような、20 世紀後半から現在にかけての比較精神

医学 comparative psychiatryや多文化間精神医

学 transcultural psychiatry の展開によって、西

洋の精神医学や心理療法は相対化され、特権的な

位置づけを失っていると考えられるからである。こうし

た流れのなかで見ると、シャーマニズムとの比較を

通じて、精神分析を文化人類学的研究の対象にし

たレヴィ＝ストロースの仕事は、西洋の心理療法の

相対化をもたらす嚆矢であった 5。

今日にあっても、シャーマニズムを治療儀礼

rituel thérapeutique と形容することに我々はそれ

ほど違和感を覚えないのに対して、臨床心理学に

おいて扱われる心理療法をそのように形容すること

は、しばしば非難や中傷とみなされる。では、どうし

てこのような異なった反応が生じるのだろうか。その

理由のひとつとして、「儀礼 rituel」と「科学 science」

は相容れないという考えを挙げることができよう。「儀

礼」をどのように定義するか6 ということは、それ自体

で議論すべき問題ではあるにせよ、何らかの実践を

「儀礼」と形容することは、それが特定の形式を有し

た社会的慣習であり、ある社会のなかで展開してき

たという歴史を有しており、その社会の成員に広く知

られ、承認されているということを含意するだろう。だ

が、「儀礼的」という表現が、もっぱら形式を重んじ、

実質を問わないさまをあらわすように、儀礼は「科学

的」と形容される手法が備えているエヴィデンスや実

効性/効果 efficacité を有しておらず、科学的思考

と比べて批判性や論理性を欠いた思考、さらに言え

ば「未熟」な思考によって支えられているとみなされ

る傾向がある。こうした事情から、心理療法を「儀礼

的」と形容することは、心理療法のみならず、ひいて

は臨床心理学という学問領域の「科学性」を問いに

付すことに等しいがゆえに、非難や中傷となりうるの

である。
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翻って、レヴィ＝ストロースは先に言及した 2 編の

論文で、シャーマニズムと精神分析の治療機序は、

象徴的効果 efficacité symbolique というかたちで

説明されるという考えを提示した 7。象徴的効果は、

互いに異なる社会・共同体における治療実践に共

通する機序である限りにおいて、集団の成員の心性

/メンタリティ mentalité や思考様式に左右されるこ

とのない普遍性を一程度有していると考えることが

できる。それゆえ、この概念は、西洋文明に住む

人々とは異なる心性/メンタリティを持つ人々、いわゆ

る未開人に対してシャーマニズムや呪術は効力を

有している、という今日にあっても散見される考えに

対する異議申し立てでもあった。

ところで、シャーマニズムや呪術はとりわけ未開人

に対して効力を有するという考えは、フロイトにおい

ても認められた。周知のように、フロイトは『トーテムと

タブー』の第 3 部「アニミズム、呪術そして思考の万

能」において、ユベールとモースの「呪術論」8 を参

照しつつ、「アニミズム的思考様式の技法である呪

術を統率している原理は「思考の万能」という原理で

ある」9 と述べていた。そして、この「思考の万能」は、

アニミズム的世界観にとどまった未開人の心の生活

のみならず、科学的世界観に基づく現代社会の幼

児や神経症者の心の生活にも同様に認められると

考えられた。この点については、後述するように、レ

ヴィ＝ストロースは 1948 年に学位論文として提出さ

れた『親族の基本構造』10 のなかで、「思考の万能」

という点で未開人・子ども・神経症者を同列に置くフ

ロイトの主張の批判的検討をおこなった。

さて、本稿の目的は、「呪術師とその呪術」の読解

をおこない、このテクストがラカンに対して与えたであ
．．

ろう
．．
影響を検討することであるが、この試みには大き

な困難があることを認めなければならない。というの

も、鏡像段階論11 やローマ講演において「象徴的

効果」を参照する一方で、ラカンは「呪術師とその呪

術」は一度たりとも言及していないという事実ゆえに、

その影響について考えることは想像や空想の域を

出ないからである。しかしながら、レヴィ＝ストロース

による 2編の論文は、ラカンのみならず当時のフラン

スの精神分析家に大きな衝撃を与えたというフラン

ソワ・ドスの指摘12 や、当時のフランス精神分析の

状況を踏まえるならば、ラカンが「呪術師とその呪術」

というテクストをどのように読んだかという問いは一考

に値すると筆者は考える 13。

1930-40 年代のフランス精神分析では、リュシア

ン・レヴィ＝ブリュールが提唱した「原始的心性」や

「前論理的思考 pensée prélogique」、「呪術的思

考 pensée magique」が議論の的となっていた。ラカ

ンも 1932 年の学位論文において、精神病の妄想

的認識に 「繰 り返 しの同一化 identification 

itérative」によってつくりだされる「前論理的組織化」

や、「原始的心性」を特徴づけると考えられた「融即」

というメカニズムを認めていた 14。また、呪術的思考

をめぐっては、1933 年に「新潮流検討のための哲

学的・科学的研究会 Groupe d'Études Philo-

sophiques et Scientifiques pour l'examen des 

Tendances Nouvelles」15 の後援のもと、9 つのカ

ンファレンスが開催され、その記録が翌年に『フラン

ス精神分析誌 Revue française de psychanalyse』

に掲載されていた 16。さらに、1949 年の第一回世

界精神医学会議でラカンが参加していたセッション

では、1947 年に出版されたシャルル・オディエ

（1886-1954）の著作、『不安と呪術的思考』17 が症

例呈示にあたって参考文献として取り上げられてい

た。こうした状況からすれば、ラカンが「呪術師とその

呪術」に目を通していたということは十分に考えられ

る。

しかし、ラカンが「呪術師とその呪術」を読んでい

たとして、それを「象徴的効果」とは別に敢えて単独

で取り上げることの意義は何か、と問う向きもあるだ

ろう 18。実際、レヴィ＝ストロースの仕事のラカンへ

の影響については既に多くの論者によって指摘され

てきたが、その際に引き合いに出されるのはたいて

い、「象徴的効果」における象徴機能 fonction 

symbolique としての無意識の再定義であった 19。

また、ラカンが「フロイトへの回帰」というスローガンの

もとに、構造主義言語学の知見を参照しつつ、精神

分析を人間科学あるいは推測科学といった科学の
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領野に組み込むことを試みたのは、まさに象徴機能

という考えを介してであり 20、精神分析家は「象徴

機能の実践家」21 とすら形容されていた。そして、

そのような試みのなかで、ラカンの思索はいわゆる

「サンボリックの優位」によって特徴づけられるフェー

ズへと入っていったと一般に理解されている 22。

「呪術師とその呪術」と「象徴的効果」は多くの場合

に対で取り上げられてきたが、前者はいわば後者の

前座や引き立て役のように位置づけられることが常

であった。

しかし、「呪術師とその呪術」で展開されている議

論は、「象徴的効果」での議論や象徴機能という考

えに還元してしまうことはできないと筆者は考える。こ

のことは何より、両テクストの関係を整理することから

理解できるだろう。先取り的に述べると、「呪術師と

その呪術」では、シャーマンは象徴を用いることで病

者の心身に効果をもたらす治療を執り行う、という考

えが提出された 23。レヴィ＝ストロース自身が述べる

ように、この主張を妥当なものとするための「理論的

仮説」24 を提出することが「象徴的効果」のねらいで

あり、そのためにシャーマンの治療についての新た

な資料が参照されている。その資料では、呪歌の詠

唱を中心とした儀礼を通じて、シャーマンが難産に

対処するさまが報告されており、レヴィ＝ストロース

は詳細な分析をおこない、呪歌に詠われている神

話の象徴が妊婦の身体をはじめとした出産にまつわ

る諸事象と厳密な対応関係にあることを指摘した。

そして、この対応関係をもとに、神話の象徴・心的過

程・器質的過程のあいだに形式的に相同の諸構造

が存在し、それゆえに、象徴の次元での操作が心

的過程を介して器質的過程における変容を誘導す

るという仮説、すなわち、象徴的効果という仮説が導

き出されたのであった。

ここには、アブダクションという推論形式が認めら

れる。すなわち、「シャーマンは象徴を用いることで

病者の心身に効果をもたらす治療を執り行う」という

主張は、それ自体としては真偽のほどが定かでなく、

疑念と探求を引き起こすものではあるが、「神話の象

徴・心的過程・器質的過程のあいだに形式的に相

同の諸構造が存在し、象徴の次元での操作は心的

過程を介して器質的過程における変容を誘導する」

と仮定するのであれば、尤もらしい主張として受け入

ることができるため、この仮定もまた真であるとみなさ

れるわけである 25。しかしながら、形式論理の観点

からは、こうした推論は「後件肯定の誤謬」を犯して

おり、「呪術師とその呪術」の議論から論理的に「象

徴的効果」での主張が導出されるわけではない。む

しろ、両者のあいだには飛躍―「創造的」と形容し

うるような飛躍―が存在している。加えて、後者の

議論が依拠するシャーマンの治療についての資料

は、前者で取り上げられた資料とは以下の点で異な

ることを考慮するならば、両テクストの隔たりがいっそ

う明らかになるだろう。すなわち、「象徴的効果」で取

り上げられている資料は、もっぱらパロールによる治

療―レヴィ＝ストロースの表現を用いるならば、身

体にも触れず、薬も与えない、呪歌による「純粋に

心理的な治療」26―を扱っているという点で「特別

な位置を占めるに値する独自性」27 を有しており、

一般的なシャーマンの治療―患者の身体に触れ、

さらには小細工を用いる治療―を取り上げる「呪術

師とその呪術」とは区別されねばならないのである。

以上を踏まえ、本稿では「象徴的効果」の影に隠

れがちであった「呪術師とその呪術」の議論を再検

討し、それをもとにレヴィ＝ストロースとラカンのあい

だの影響関係について考えたい。

2. 「呪術師とその呪術」の読解

レヴィ＝ストロースは冒頭で、呪術死を扱ったウォ

ルター・キャノンの論文に言及しつつ、ある種の呪術

が効果を有することは疑いえないということ、その効

果が「呪術への信 croyance を前提とする」28 こと、

さらに、この信は以下のような三つの相補的なかた

ちをとることを指摘している。すなわち、①呪術師が

自らの技法に対して抱く信、②呪術師が関わる患者

や呪術の犠牲者が呪術師の力に対して抱く信、③

当該集団の世論 opinion collectiveが呪術師に対

して抱いている信頼 confiance と要請という三つの

かたちの信が存在し、これらによって呪術が効果を
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発揮する場が構成されるという。レヴィ＝ストロース

はそれぞれについて事例を挙げながら考察をおこな

っているので、以下ではそれらを順に見ていくことに

する。

まずは、呪術師に対する集団の態度が取り上げ

られ、そこには信じやすさ crédulitéと批判 critique

がどのような割合で介在しているのか、という問いか

けがなされる。この問いを具体的に検討するにあた

ってレヴィ＝ストロースは、自身が実際に体験したと

いう、ある呪術師の身に起こった事件に対する所属

集団の反応を取り上げている。

その呪術師は、二つの異なる出自の集団が数年

前に合併して新たにできた集団の宗教的権威者で

あった。ある晩、いつもは宿営地に帰ってくる時間に

なっても、彼は宿営地に戻らなかった。仲間達は、

野獣、湖沼や森の悪霊、さらには最近になって自分

たちの宿営地の近くに現れた未知の集団といった

危険と男の失踪とを結びつけずにはいられなかった。

夜が更け、いよいよ緊張が高まったので、レヴィ＝ス

トロースらは集団の構成員数人と共に、男の捜索に

出ることにした。すると、宿営地から少し離れたところ

で、腰帯や首輪、腕輪など全てを失い、うずくまって

いる男を発見したのであった。宿営地に連れ帰られ

た呪術師は、当初は沈黙を守っていたが、やがてこ

の事件について以下のように話した。曰く、その日の

午後、雷雨が突然起こって、雷が彼を何キロも離れ

た場所へと連れ去り、そこで彼は身ぐるみを剥がれ、

その後に、発見された場所まで連れ戻された、と。だ

が、驚いたことに、呪術師は事件の翌日にはいつも

通りに振る舞い、人々もまた彼の説明を受け入れ、

平常の生活が再び始まったのであった。しかし、数

日後、この事件の真相に関する別の噂が流れ始め

た。それによれば、最近になって宿営地の近くに現

れた未知の集団というのは、実は呪術師が元々所

属していた集団で、彼は何らかの理由でその集団と

接触するために、先の話を不在の口実としてでっち

あげたということであった。集団の成員は、この噂を

密かに信じ、不安がったが、他方で、呪術師自身に

よる事件の説明が公に論議されることはなく、表向き

には皆がそれを信じていた、とレヴィ＝ストロースは

報告している。

この事例では、呪術師による説明は、観察された

不可解な諸事実を首尾よく説明するための仮説とし

て機能している。レヴィ＝ストロースが「シェマ

schème」や「同化 assimilation」29 といったピアジ

ェの概念を用いて説明しているように、こうした解釈-

仮説は、にわかには受け入れがたい、異物のごとき

経験をひとつの（信念）体系 système へと統合する

ことを可能にする。また、呪術師による説明は、それ

とは論理的には相容れない別の説明と排他的では

ないかたちで並存し、集団の成員は時と場合によっ

てそのあいだを揺れ動くということが生じていた。ここ

には、呪術師に対する信と不信が入り混じった態度

が認められる。だが、興味深いことに、その説明の真

偽を確かめるような動き、こう言ってよければ、証拠

をもとに検証をおこなう「科学的」と形容されるような

手続きは表立っては見られなかったという。ここには、

集団に作用する無意識的な圧力によって、集団に

共有された信念とは対立する仮説を推し進める思

考が阻害される、といった状態が認められるかもしれ

ない。

次に検討されるのは、先の三つの信のうち②に該

当するものであり、ここではマチルダ・コックス・スティ

ーブンソンによる報告から取られたズニ族での出来

事が参照されている 30。ある少年は、自分がその手

を握った少女が神経性発作を起こしたために、呪術

を使ったとの嫌疑をかけられてしまう。祭司たちによ

る裁きに対して、少年ははじめ呪術の行使を否認し

ていた。しかし、やがてそうした弁明が無駄であると

悟ると、一転して、長い物語を即興でつくりだし、自

分がどんな事情で呪術を授かり、呪術の師から二つ

の薬―娘たちを狂わせる薬と回復させる薬―を

受け取ったのかを説明した。当然のなりゆきとして、

少年は薬をつくることを促されたため、家から 2種類

の根を持ってきて、複雑な儀式のまねごとをおこなっ

た。その儀式のなかでは、ある薬を飲むと狂気の発

作が生じ、もう一つの薬を飲むと正常な状態に戻る

といったことが少年によって模擬的に実演された。そ
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うして、少女を回復させる薬をつくったと称して、少

年はそれを少女に与えた。裁定は翌日に持ち越さ

れることになったが、少年は夜のうちに逃走を図った。

しかし、捕らえられてしまい、今度は少女の家族から

尋問を受けることになった。当然、先の説明は説得

力をもたないので、少年は自分の先祖はみな呪術

師で、自分もまた先祖から力を授かり、これまでにも

猫に変身してひとを殺してきた、そして、それは呪術

の羽のおかげであるといった話を新たにでっちあげ

た。すると、その羽を見せろということになり、彼は自

分の家へと連行され、家の土壁のなかに呪物の羽

を探すはめになった。しかし、そもそもがでっちあげ

の話であるため、羽はもちろん出てこない。長い捜

索の末、ようやく古びた羽が土壁のなかから出てき

たので、少年はその使い方やそれにまつわる物語を

仔細を付け加えて話し、さらに、その話を公衆の面

前で繰り返すことになった。そして、最後には今回の

一件で、自分の超自然的な力が失われてしまったこ

とを嘆き悲しむに至った。この結末を前に、少女の

家族を含む聴衆たちは安堵し、彼は釈放されたの

であった 31。

この逸話が興味深いのは、レヴィ＝ストロースが引

証 allegation と詳述 spécificationによって話が進

んでいると指摘するように、呪術師と告発された少年

が、自らの無実を主張するのではなく、自分が呪術

師であるというストーリーを次々とでっちあげることに

よって、最終的には無罪放免を勝ち取ったという点

にある。では、なぜそのようなことが可能であったの

か。レヴィ＝ストロースによれば、それは少年が裁定

者や聴衆の期待に首尾よく応えることができたから

であり、そこで期待されていたのは、「自分たち〔裁

定者や聴衆〕がその断片しか手にしておらず、その

残りの部分を適切な仕方で〔少年が〕再構成するこ

とを期待している、ひとつの体系を確かなものとする

こと」32 であったという。この期待に応えることで、告

発された少年は罪人から告発の協力者へと変容す

る。なぜなら、他ならぬ少年の証言のおかげで、「呪

術とそれに結びついた諸観念は、はっきりとは表現

されない感情や表象の漠とした集合のような、意識

のなかでは存在することが許容されない様式から脱

して、経験の存在のうちに具現化するようになる」33

からである。そして、レヴィ＝ストロースは、少年がも

たらす「真理の満足」は、彼を罰することによって得

られたであろう「正義の満足」34 よりも、はるかに濃

厚で豊かであると指摘している。

しかし、レヴィ＝ストロースも指摘しているように、

ひとつの疑問が残される。果たしてこの少年は一連

の出 来 事 を 通 じ て 、 「 ど こ ま で 自 ら の 役 割

personnage に欺かれているのか」、「どの程度、実

際に呪術師にならずにいたのか」、つまり、実際には

呪術師ではない少年が、呪術師のごとく振る舞うな

かで、自分自身が呪術師であるとどのくらい信じ込

むようになっていたのかということが問われねばなら

ない。この点にかんして、レヴィ＝ストロースはスティ

ーヴンソンの報告を引用して、「集団によって既に承

認されている超自然的な力が、罪のないその保持

者によって最終的に自らのものとして告白されるに

は、治療が施された後に少女が治癒し、極めて例外

的な試練を通じて、生きられた経験が練り上げられ

組織化される以上のことは、おそらく必要ないだろう」

35 と述べている。つまり、少年の証言は、自分が本

当に呪術師になったという信に基づいたものでは必

ずしもなく、呪術師の力に対する集団の信について

先に検討した場合と同様、少年には呪術に対する

信と同程度に不信や疑念が存在していたと考える

のが妥当であろう。少年（さらには少女）が呪術を信

じているかどうかは、集団にとっては大した問題では

ない。むしろ、不可解な現象に対して集団の信念あ

るいは想定と合致するような説明が与えられるかどう

かが重要なのである。

続いて、呪術師が自らの技法に対して抱く信につ

いての検討がなされる。ここでレヴィ＝ストロースは、

「全く例外的な価値」36 を有する例として、フランツ・

ボアズの著作37 からケサリード Quesalid38 と呼ば

れた男の例を取り上げる 39。この男は当初、呪術師

もといシャーマンの力を信じてはいなかったが、その

トリックを見つけ、暴きたいという好奇心と願望からシ

ャーマンのもとに足繁く通ううちに、あるシャーマンか
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ら仲間に誘われ、それに二つ返事で承諾し、イニシ

エーションを経てその一員になったという 40。しかし、

彼は自分が受けた教えは、「パントマイムと奇術と経

験的知識の奇妙な混合物」41 であり、シャーマンの

呪術はペテンであることにすぐに気づいた。そんな

なか、ケサリード自身がある病者の家族から呼ばれ

て「治療」をおこなう機会がやってくる。それまでに見

知っていたシャーマンの術をまねておこなった治療

は成功を収め、ケサリードは「大シャーマン」として知

られるようになる。しかし、彼は「批判的精神」を失わ

ずに、自らの「治療」の成功は、ケサリードが自分を

治すという夢を病者が見て、彼に治療を依頼するほ

どに、それを強く信じていたという「心理的理由」に

起因する、つまり、自らの行為の治療的効果は病者

の信によってもたらされたと考えた。

ところが、以下に記すような「より込み入った奇妙

な出来事」を経験するなかで、彼は自分がおこなっ

ている実践とそれを支える体系が、他のシャーマン

たちのものと比べてそれほど虚偽ではないと考える

ようになっていく。ある時には、別の部族のシャーマ

ンの施術が効果を持たなかった病者に対して、自ら

の方法を試したところ病者が回復したという出来事

をケサリードは経験する。また別の機会には、ある氏

族の高名なシャーマンから呪術くらべを挑まれ、他

のシャーマンたちが治せなかった病者を自身のやり

方を用いて回復させた。そのなかで、ケサリードは自

分のやり方42 と他のシャーマンたちのやり方のあい

だの相違に気づく。それは彼が病気を目に見え、手

に触れうるかたちで―例えば、病者の患部を口で

吸い、血まみれにした綿毛の小房を口から吐き出す

というかたちで―病者に示すのに対して、他のシ

ャーマンたちは何も示さず、ただ病気を捕まえたとか、

病気が呪物に取りついたと言うだけにとどまったとい

う違いである。こうした違いに関して、それは単に呪

術の手続き上の差異にとどまらず、呪術を基礎づけ

る体系の違いを反映しているとレヴィ＝ストロースは

指摘している。

ケサリードは様々なシャーマンと知り合うなかで、

そのほとんどはペテンであることを理解していったの

だが、ただ一人、そのペテンを見抜くことができない

人物に出会ったという。そして、呪術そのもの以外の

ある振る舞い―決して報酬を受け取らず、決して

笑うこともなかったという所作―から、彼はその人

物を「本物のシャーマン」と考えるに至ったのであっ

た 43。このように、ケサリードは自らもシャーマンとし

て経験を積み重ねていくが、自らの実践の効果を妄

信するようになるわけでは決してなく、常に批判的精

神を失わない 44。しかしながら、自らの経験に照ら

して、シャーマンの実践のなかには何らかの効果を

有するものが確かに存在することを認めたのであっ

た。その限りにおいて、シャーマン自身においても、

自らの力についての信と不信・疑念は共存している、

と言ってよいだろう 45。

レヴィ＝ストロースによれば、呪術という「それ自体

は未知ではあるが、諸手続と諸表象によってつくり

だされたひとつの現実」を扱っているこの逸話は、

「三重の経験に基づいている」46、つまり、シャーマン

と病者、そして観衆 pubic のそれぞれの経験という

三つの分離不可能な要素によって支えられていると

いう。そして、ここでとりわけ注目されるのは、これら

を組織化する二つの極、すなわち、シャーマンの内

的経験と集団の合意 consensus である。前者にか

んしては、シャーマン自身が自らの使命に対して抱

く確信は、何らかの逆境や困難などの特別な状態を

体験することに由来しているという指摘がなされ、シ

ャーマンになる者は自らが一度は病者の位置に身

を置くという事実が強調される。シャーマンと精神分

析家の対比が初めて言及されるのは、この文脈に

おいてである。レヴィ＝ストロースは、「今日、精神分

析に見られるように、シャーマンによる治療が成功し

た病者は、今度は自らがシャーマンになるにふさわ

しい位置にある」47 と述べる一方で、この事実を除

けば、病者の体験はシャーマン自身の体験と集団

の体験に比べると最も重要ではないと評価している。

そして、シャーマンが実際に病者を癒しているか否

かは本質的なことではなく、「ケサリードは病者を治

したから大呪術師になったのではなく、大呪術師に

なったから病者を治したのだ」と指摘し、シャーマン
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の身分についての社会的合意や集団による認知/

承認の重要性が強調される。ここで問題になるのは、

あるタイプの個人と集団の関係、すなわち、シャーマ

ンという身分を占める個人とそうした身分を占める個

人に対する集団からの要請とのあいだの関係である

という。

以上を踏まえ、レヴィ＝ストロースはシャーマンと

精神分析家の対比へと歩を進めていく。そこで鍵と

なるのが、フロイトとブロイエルによる『ヒステリー研究』

48 において重要な位置を占めていた、解除（解放）

反応 Abreagieren/abréaction という概念である。

では、解除反応とは何か。端的に言えば、それは無

意識へと抑圧され鬱積した情動を放出し、心的緊

張を解放することである 49。ある衝撃的な出来事が

生じ、強大な情動（量）が引き起こされたとしても、そ

れに対して適切なかたちと強度で反応することがで

きれば、その反応を通じて情動は放出され、出来事

の記憶と結びつくことはない。しかし、このような反応

が生じない場合、出来事の記憶にまつわる表象に

は多量の情動が負荷されることになり、この表象を

めぐってヒステリー症状が形成される。それゆえに、

ヒステリーの治療の本質は、セッションのなかで当該

の出来事を病者にその強度とともに再体験させ、そ

の表象に結びついた情動を放出させると同時に、症

状を解消させること、すなわち、解除反応を生じさせ

ることにあると考えられた。

レヴィ＝ストロースによれば、シャーマンは病者を

治療しながら、それを見守る聴衆に対してある光景

spectacle を見せつけており、「この光景はいつも、

「呼びかけ appel」、つまり、その身分 état について

の啓示をもたらした最初の重要な局面 crise のシャ

ーマン〔自身〕による反復の光景である」50 という。

つまり、シャーマンは自分がかつて受けた治療と同

じ型の治療を、その実践において繰り返しているとさ

れる。だが、この反復のなかで、「シャーマンは、ある

出来事を再現したり、模倣したりすることで満足せ

ず」、むしろ、「実際にその出来事を、その活き活きと

した様、独自性、荒々しさにおいて再び生きる」とい

う。そして、治療が終わると「正常な状態」に戻るとい

う記述からは、この治療自体は「異常な abnormal」

状態と形容しうるものとみなされていることが分かる。

レヴィ＝ストロースは、このようなシャーマンの治療の

手続きに、精神分析における解除反応と同じプロセ

スを見出し、精神分析家と同様、「シャーマンは解除

反応を引き起こす専門家 abréacteur profes-

sionnelである」51 と指摘する 52。

続いて、シャーマニズムと精神分析の対比につい

てさらに踏み込んでいく前に、レヴィ＝ストロースは

シャーマンによる治療において重要なのはシャーマ

ンと集団のあいだの関係であると指摘したうえで、

「正常な思考と病理的思考の関係」53 という視点を

提示する。正常な思考と病理的思考は、あらゆる社

会に存在する「非科学的な見方」において対立する

ことなく、補い合いながら存在しているという。では、

この二つの思考はどのような点において異なるのか。

レヴィ＝ストロースは、「正常な思考はシニフィエの

不足に悩まされるが、病理的思考はシニフィアンの

過剰を意のままに用いる」54 というかたちで両者を

対比している。これらは知に関する二つの態度とし

て区別することができる。世界を知ろうとするとき、ひ

とは様々な物事に対して意味 sens を求め、「意味

するもの」であるシニフィアンに対応するシニフィエ、

すなわち「意味されるもの」を見出そうとする。しかし

ながら、そうした試みはしばしば挫折し、経験によっ

て確かめることのできない未知の領域が残されてし

まう。正常な思考は、この未知の領域を認め、シニフ

ィアンに対するシニフィエの不足という状況にとどま

りながら、「これは何を意味しているのだろうか」という

問いをつくりだすことで、未知のシニフィエについて

知ることを自らの権利として要求する。これに対して、

いわゆる病理的思考は「情動的な解釈と共鳴」55 を

意のままに用いることで、シニフィエの不足ゆえに

「欠損した...現実」を過剰なシニフィアンによって充

溢したものにするという。レヴィ＝ストロースはここで、

「対象なき経験 expériences sans objet」という表現

を用いているが、これは幻覚の一般的な定義である

「対象なき知覚 perception sans objet」、すなわち

「知覚されるはずの対象を欠いた知覚」を念頭に置
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いたものと考えられる 56。「対象なき経験」において

は、シニフィエの不足という正常な思考にとっての限

界は、シニフィアンの操作によって易々と乗り越えら

れ、シニフィエを持たないシニフィアンによって経験

が構成される。レヴィ＝ストロース自身はここでの正

常/病理という区別の根拠について明言していない

が、以上のような理由から、「対象なき経験」をもたら

す思考が「病理的」と形容されていると考えられる 57。

以上のような考えをもとに、レヴィ＝ストロースはシ

ャーマンと集団の関係を以下のように説明する。シ

ャーマンの治療が求められるような病は、集団のマ

ジョリティが有している正常な思考にとっては未知で

不可解なものとして現れる。この状況を解決するた

め に 、 集 団 は シ ャ ー マ ン も と い サ イ コ パ ス

psychopathe を呼び求め58、この人物には「それ自

体としては作用点をもたない情動の豊かさを差し出

す」59 ことが期待されている。注意すべきは、ここで

呼び求められるのは、集団によってそうした役割を

果たすとみなされた
．．．．．

人物であり、シャーマンの力を実

際に有しているか否かは問題ではない、という点で

ある。実際、レヴィ＝ストロースが報告しているように、

手を握られただけで少女が発作を起こしてしまった

という不可解な事態を前に、集団は彼女の手を握っ

ただけの少年に対してその説明を求めたのであった。

こうした観点に立つならば、シャーマンは「社会的均

衡のための一要素」60 として理解されるべきである。

そして、このような需要と供給の均衡が打ち立てられ

るためには、以下の二つの条件が必要であるという。

すなわち、一方では、「ひとつの構造、すなわち、呪

術師、病者、公衆、諸表象と手順が各々の場を見

つける、ある全体的状況のあらゆる要素を統合する、

対立と相関のひとつの体系/システムが、集団の伝

統と個人の創意の協働によってつくりあげられ、絶

えず修正されること」という条件、他方では、「病者と

呪術師と同じように、公衆も少なくともある程度、象

徴的なものがほとばしる宇宙にかんする生きられた

体験である解除反応に関与していること」61 という

条件である。

以上を踏まえて、科学的説明では、「混乱した組

織化されていない諸状態、諸感情や諸表象」を「客

観的原因」へと結びつけることがなされるのに対して、

シャーマニズムにおいては、ケサリードが血まみれの

綿毛によって病を示して治療をおこなったように、

「ひとつの全体性あるいはシステムというかたちでそ

れらを結び合わせる」という対比が提示される。そし

て、後者で生じるような「拡散した状態の沈殿や癒

合」は、「外部からは把握することができない、ひとつ

の独自な経験 une expérience originale」によって

意識において証明されるという。つまり、シャーマン

の実践が効果をもたらしたか否かは、解除反応とい

う「独自な経験」が実践に関わる人々（シャーマンと

病者だけでなく、それを目撃する人々）に生じたとい

う事実によってのみ確かめられる。繰り返しを厭わず

整理しておくと、シャーマンの実践は象徴やシニフィ

アン、すなわち、何かを指し示すものを用いて、病と

いう「異常」を象徴の体系/システムへと統合しつつ、

この体系を維持するという役割を担っており、その効

果を保証するのは、客観的な因果関係ではなく、そ

れに関与する人々の「独自な経験」である、という考

えをレヴィ＝ストロースはここで提示している 62。

ところで、レヴィ＝ストロースは、シャーマンと精神

分析家をともに「解除反応を引き起こす専門家」と位

置づけたが、「〔シャーマニズムと精神分析という〕二

つの技法によって集団に割り当てられる役割は、よ

り定義することが難しい」63 とも述べている。両者に

おける集団の役割はまず、「呪術は病者を介して、

集団を所定の諸問題へと再び適応させるのに対し

て、精神分析は導入される解決を介して、病者を集

団へと再び適応させる」というかたちで対比的に説

明される。しかし、それに続いて、その当時の精神

分析の傾向は、こうした対比に沿って呪術・シャーマ

ニズムとの差別化を図るのではなく、その類似関係

parallélisme を回復させるものとなるかもしれないと

いう懸念が述べられてもいた。レヴィ＝ストロースによ

れば、この傾向とは、「病理的思考を踏まえて構想さ

れた解釈の体系を正常な思考へと拡張し、個人の

思考の研究にのみ適合した方法を集団心理の諸事

実へと適用するという...傾向」64 である。そして、そ
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れは精神分析の学説/体系を「明確で限定された諸

事例において実験的に検証可能な科学的仮説の

総体」から「集団の意識に浸透する、ある種のとりと

めのない神話/誤った考え mythologie diffuse」へ

変容させるものであるという。つまり、ここで問題とな

っているのは、理論の過度の一般化とでも言える傾

向であり、そうした傾向が進めば、「〔精神分析の〕学

説の価値/意義は、各々の個人がその恩恵を受ける

実際の治療に基づくものでなくなり、治療を根拠づ

ける神話によって集団にもたらされる安心感や、これ

を基盤として、集団の宇宙がそれに従って再構築さ

れる通俗的なシステムに基づくものとなる」65、つまり、

精神分析の理論は広く信じられてはいるが、科学的

な厳密さを欠いた俗説に堕してしまうという 66。さら

に、レヴィ＝ストロースは精神分析が陥る危機を以

下のようにも述べている。曰く、「顕著な異常者たち

から次第に集団における典型的な人々へと、その治

療を受けるべき対象を絶えず拡大しつつ募ることで、

精神分析は自らがおこなう治療 traitements を改

宗 conversions へと変容してしまう」のであり、その

結果として、精神分析家の実践は「精神分析的解

釈に基づいた患者の宇宙の再組織化」になってしま

う、と。こうした理由から、シャーマンと精神分析家を

比較することは、精神分析に「その方法と諸原理に

ついての有益な反省」67 を促すものとなると述べら

れている。

続いて、レヴィ＝ストロースは、呪術の実践が、一

般に考えられているのとは逆に、その本性は情動よ

りもむしろ知性に関係していると指摘する。確かに、

シャーマンはその実践を通して、既存のシステム/体

系を揺るがすような未知のもの、すなわち、正常な

思考の埒外にあるものに応答しているのであり、シニ

フィアンを総動員させる病理的思考を利用しつつ、

正常な思考の要素とともに統合し、新たな体系/シス

テムを集団へと差し出すという点で、それはひとつの

知の実践である。しかしながら、「常態から外れた局

所的総合を、正常な総合とともに、一般的ではある

が恣意的な総合のうちへと統合することで吸収解消

してしまうことは、行動が不可欠である危機的な場合

を除いては、あらゆる点で損失をあらわす」68 と述

べ 、 呪 術 的 思 考 が 生 み 出 す 体 系 は 知 識

connaissance の進歩には決して寄与しないと断じ

ている。

ここでの批判を理解するためには、人間における

知の条件についての彼の見方を確認しておく必要

があるだろう。レヴィ＝ストロースの考えでは、人間は

二つの準拠システムに引き裂かれていること、すな

わち、「宇宙は決して十分に意味を示すことはなく

〔シニフィエの不足〕、思考は意義 significations を

与えることのできる対象の量に対して、つねに過剰

な意義をもっている〔シニフィアンの過剰〕」69 という

ことが、人間の知の条件として想定されている 70。

正常な思考と病理的思考の対比について先に言及

した際にも、シニフィアンとシニフィエの不均衡につ

いては述べられていた。だが、そもそもなぜこのよう

な事態が生じるのであろうか。これにかんしては、

「序文」での、「人間はその初めから、シニフィアンの

全体 intégralité を手にしているが、それをシニフィ

エへと割り当てるにあたって、シニフィエはシニフィア

ンに見合うほどには知られていないので、この全体

にまったくもって当惑させられる」71 という記述を参

照することができる。それによれば、人間にとって世

界が何かを意味するものとしてまず現前するように、

シニフィアン（意味するもの）の次元はそれ自体が自

律的なひとつの体系として、シニフィエ（意味される

もの）とは無関係に成立しているが 72、これに対して、

「知識あるいは知的進展」というシニフィアンとシニフ

ィエを対応づけるプロセスは、両者の不均衡ゆえに、

「きわめて緩慢にしか前進してこなかった」73 という。

さらに、この対応づけは、以下の記述が示すように、

あくまで正常な思考が担う全体性を維持しつつなさ

れると考えられていた。「人間の精神の進歩と呼ば

れるもの、そしていずれにせよ、科学的知識の進歩

は、それ自体で閉じていて補完的なひとつの全体

性のなかで、分裂を修正し、再編成を進め、そこに

属する要素を定義し、新しい資源を発見することに

のみその本質がある」74。これに対して、呪術的思考

は、正常な思考あるいは科学的思考とは異なる方



- 13 - 

法やロジック―レヴィ＝ストロースの表現を借りる

ならば、シニフィエとは無関係に、シニフィアンとシニ

フィアンを結び付け、共鳴させること―によって未

知なるものに対処する。だが、それがつくりだす体系

/システムは、科学的思考がつくりあげてきた体系/シ

ステムと必ずしも相容れるものではない。この点に関

して、呪術的思考がつくりだす体系/システムに訴え

た再統合が実際に可能かつ有効であったとしても、

「それが真である」とは限らないし、「このように実現さ

れた適応が、以前の葛藤状況に対して、著しい後

退とはならないということが確かである」とも限らない

とレヴィ＝ストロースは述べている。そうであれば、も

し精神分析が現在の傾向を推し進めて、シャーマニ

ズムにより接近していくのであれば、その科学性
．．．
は

失われてしまうというわけである。

もちろん、「基本的仮説の集成は、実践家にとっ

ては道具としての確かな価値を示しうる」とも述べら

れているように、レヴィ＝ストロースはシャーマニズム

に対するのと同様に、精神分析の技法の有効性や、

精神分析実践そのものの効果を全て否定するわけ

ではない 75。しかし、先述した傾向によって、その

理論が「現実にかんする究極の像」を提示すると主

張したり、神話という媒介に訴えることで、「病者と医

師〔精神分析家〕をある種の神秘的な交わり

communion76 のなかで結びつける」ことを治療とし

て実践することに対しては警鐘を鳴らしている。その

ようなことになれば、「治療 traitement」は「作話/空

話 fabulation」へと解消されてしまうことになり、そこ

で求められるのはただ、「その根源的な性質が、集

団、病者、呪術師にとって等しく不可解なものに再

びなってしまう諸現象を、社会的に認められたかた

ちに翻訳するために利用されるひとつの言語」77 で

しかない。このように、レヴィ＝ストロースは精神分析

の科学性を厳しく問うことによって、その論を締めくく

っている。

3. ラカンは「呪術師とその呪術」をどう読んだか？

では、以上の読解を踏まえ、当該テクストがラカン

に与えたであろう
．．．．
影響を、1930-1950 年代にかけて

のラカンの仕事を踏まえつつ、①精神分析観、②科

学観、③自我と認識の客観性の 3 点から検討して

いきたい。

3-1. 精神分析観について

「呪術師とその呪術」でのレヴィ＝ストロースによる

精神分析実践の記述あるいは理解は、解除反応を

精神分析の治療機序と位置づける点において、や

や不十分、あるいは、偏っているという印象を受ける。

というのも、技法的な観点からすると、精神分析の誕

生は、ベルネームやリエボーの催眠暗示療法からだ

けではなく、ブロイラーが『ヒステリー研究』で提示し

た催眠カタルシス療法からの決別によってしるしづ

けられると一般に考えられているからである。カタル

シスや解除反応に代えてフロイトは、自由連想という

技法を採用し、症状を解釈し、無意識の欲望を明ら

かにすることを精神分析の目標とした。やがて 1910

年代になると、抵抗の分析の重要性が強調されるよ

うになり、最終的には、両者を統合するかたちで、

「わたしたちの治療上の努力は、治療を行っている

あいだ、一片のエス分析から一片の自我分析へと、

たえず振り子のように行ったり来たりする」78 と述べ

るに至った。

では、レヴィ＝ストロースはシャーマニズムと精神

分析の比較をおこなうために敢えて恣意的に、解除

反応を精神分析の治療機序として取り上げたのだ

ろうか。これにかんしては、2 つの点を考慮しておく

必要があると思われる。まず、解除反応を用いた技

法は、第二次大戦中・後に戦争神経症の治療のた

めに積極的に利用されたという事実である。臨床場

面での用いられ方79 や、その有効性80 については

様々な立場があったが、「呪術師とその呪術」が発

表された時期を踏まえると、この事実がレヴィ＝スト

ロースに影響を与えた可能性は高い。いまひとつは、

レヴィ＝ストロースがフランツ・アレキサンダーの仕事

に通じていたという可能性である。精神分析におけ

る感情の役割を重視したことで知られているアレキ

サンダーは、1935 年の論文81 で、感情解除反応

emotional abreaction、知的洞察、幼児期の抑圧



- 14 - 

された記憶の想起という治療の三要素を取り上げ、

それらが相互依存的であることを主張し、1946 年の

共著作82 でも、修正情動体験における解除反応の

重要性を強調した。1940 年代を過ごした亡命先の

米国で、レヴィ＝ストロースが精神分析家レーモン・

ド＝ソシュール83 と交流があったことを考慮するなら

ば、当時の精神分析の動向（自我心理学）やアレキ

サンダーの主張に触れていた可能性は高く、こうし

た影響関係から解除反応に注目したのかもしれな

い 84。

翻って、当時のラカンは、精神分析のプロセスを

弁証法 dialectique として位置づけ 85、精神分析

治療の実効性は、無意識の内容ではなく、弁証法

的運動そのもの、「〔抑圧された無意識を意識へと復

元するという〕レコンキスタの原動力」86 によって担

保されると述べていた。こうした発想は、「人間存在

は弁証法的に構成される」87 という考えと密接に結

びついている。「鏡像段階論」では、人間は誕生の

時期尚早性ゆえに神経発達が未熟であり、運動主

体感や身体保持感といった自己認識を欠いている

が、比較的成熟している視覚の次元において人間

の形態を識別することを通じて、他者（の身体像）の

認識が成立すると同時に、そこへの同一化によって

自己イメージ、すなわち自我が形成される、という考

えが提示されていた。ラカンはヘーゲルの『精神現

象学』を参照しつつ、このプロセスを、意識がそのな

かにおいて自己の疎外と形成を展開させてゆく弁証

法的運動と重ね合わせていた。だが、このようなかた

ちでの自己意識あるいは自我の生成は、もともとは

他者のものであったイメージを自らのものとみなす限

り において 、 そ の認 識のなかに誤 認 /無視

méconnaissance の構造をつくりだすとされた 88。

このようなラカンの精神分析観は、自我心理学が強

調したような分析の方向性、すなわち、分析家への

同一化を通した自我の支持や強化、あるいは、成熟

した自我による客観的な「現実」の認識への到達と

いう目標とは相容れないものである。むしろ、分析に

おいて目指されるのは、弁証法的運動を通して、主

体がそれまで同一化していたイメージから脱同一化

することであった。

では、レヴィ＝ストロースがシャーマニズムとの対

比で描き出す精神分析は、ラカンの目にはどのよう

に映ったと考えられるだろうか。病者の治療体験に

関しては、患者・分析主体が分析家に向けて話すな

かで、治療の決定的局面において、その病をもたら

した最初の状況を激烈なかたちで再び生きるという

かたちで解除反応が生じる、ということしかレヴィ＝ス

トロースは述べていない。ラカンもまた弁証法的運動

としての精神分析のなかでの転機、すなわち、脱同

一化が生じるような局面については詳述していない。

そのため、分析の決定的局面において解除反応が

生じるとラカンが考えていたか否かについては確か

なことを言うことはできない 89。他方で、レヴィ＝スト

ロースは、精神分析家が神話と形容すべき構築物

に訴えることで患者・分析主体を集団へと適応させ

ることを非難しているが、このようなかたちで介入が

なされ、「治癒」がもたらされるならば、あるシナリオの

登場人物への同一化の次元に病者・分析主体はと

どまり、それを処方した分析家への転移も問われな

いままになり、それはラカンの考える「治癒」とは異な

るだろう。

ところで、このような同一化のメカニズムは、シャー

マンの養成についてのレヴィ＝ストロースの定式化

―シャーマンがおこなう治療は、当人が実践に参

入する前に受けた治療、あるいはその光景の反復

であるという定式化―にも見出すことができる。分

析家の養成に関して、分析家への自我への同一化

という考えをラカンが公然と批判するのは 1949 年よ

りも少し後になってからであるが90 、当時のラカンに

とっても、精神分析家の養成がシャーマンの養成と

同様に治療者への同一化に基づくという考えは受

け入れ難いものであっただろう。だが同時に、両者

の比較は、精神分析家の養成はどのようになされる

べきかという問い、さらには、ひとつの精神分析は弁

証法的運動としてどのような終わりを迎えるのかとい

う問いを喚起するものであったとも考えられる 91。こ

こで問題となるのは、イメージの次元での脱同一化

のプロセスの果てに、精神分析家になるか否かに関
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わらず、分析主体はどのような支えを見出すのかと

いう問いである。本稿では言及するにとどめるが、こ

うした問いについては、「心的因果性についての提

言」では、「存在の計り知れない決定」という表現に

よって挿し留められていた 92。

さらに、レヴィ＝ストロースの精神分析理解に目を

向けると、「呪術師とその呪術」では、精神分析の対

象は「病 maladie」や「病者 malade」と表現され、

治療関係に言及する際にも病者と「医者 médecin」

の語が用いられており、精神分析は医学の系列へと

位置づけられているように思われる。こうした理解は、

当時の米国精神分析の状況―医師のみに分析

家資格を認めるという主張に代表される精神分析の

医学化という傾向―を反映したものであるかもし

れないが、『素人分析の問題』（1926）でのフロイトの

主張―精神分析家の養成は医学教育へとは還

元されないという主張―や、神経症的葛藤は程

度の差こそあれ人間に普遍的に認められるとする考

えとは相反するものである 93。以上の点はまた、レ

ヴィ＝ストロースによる以下のような批判と関連する

ように思われる。すなわち、精神分析の理論とは、

「明確で限定された諸事例において実験的に検証

可能な科学的仮説の総体」であるべきで、むやみに

個人心理学を集団心理学へと応用することを戒め

ねばならないという批判である。確かに、精神分析

において個人と集団の関係をどのようにとらえるかは

重要な問いではあるが、他方で、その仮説が実験的

に検証可能であることに精神分析の「科学性」を求

めるという発想は、精神分析と科学の関係をあまりに

素朴に考えていると言わざるをえない。また、こうした

主張は、精神分析を個々の治療実践へと還元して

しまいかねないが、フロイトは精神分析を治療法とし

て利用することはその応用例のひとつに過ぎず、精

神分析は医学や心理学とは異なる固有の学問領域

を形成せねばならないと強調していたし 94、ラカン

もまた精神分析をそれ自身の理論や臨床へと閉じさ

せない態度を一貫して持っていた。

最後に、レヴィ＝ストロース自身は十分には取り

上げてはいない精神分析とシャーマニズムの相違、

治療の枠組みに関する相違―シャーマンによる

治療は、衆人環視の下での治療であるのに対して、

精神分析は分析家と分析主体の一対一の治療で

あるという違い―に目を向けておきたい。ここから

は、次のような 2つの問いが続けて提起されるだろう。

すなわち、精神分析は二者関係に基づく治療であ

るのだろうかという問い、ならびに、シャーマニズムに

おいて治療を見守る観衆が体現している第三項、こ

う言ってよければ、「社会的なもの」の役割を、精神

分析において担っているものは何だろうか、という問

いである 95。このテクストを読んだラカンが、以上の

ような問いを実際に提起したか否か、さらには、それ

にどのような答えを与えたかに関しては推測の域を

出ない。しかし、ラカンがやがて「フロイトへの回帰」

を提唱するなかで、分析体験における媒介としてパ

ロールの重要性を強調し、言語の領野を〈他者〉

Autre として位置づけたことを思い起こすならば、こ

うした問いの反響をラカンの思索に聞き取ることはあ

ながちナンセンスとは言えないように思われる。

3-2. 科学観について

本テクストでは、シャーマニズムは、「科学的」と形

容しうるアプローチとは異なるかたちで、不可解な現

象を取り扱い、理解をもたらす方法として提示されて

いる。すなわち、科学的説明が、「混乱した組織化さ

れていない諸状態、諸感情や諸表象」を「客観的原

因」へと結びつけ、因果関係というかたちでの説明

を与えようとするのに対して、シャーマニズムは、「そ

れらをひとつの全体性あるいはシステムというかたち

で結び合わせること」によって、「特殊な体験」を引き

起こし、いわば直観的に理解のうちに組み込もうと

する、というかたちで対比され、さらに、前者は「正常

な思考」、後者は「病理的思考」ないしは「呪術的思

考」と結びつけられていた。正常な思考と病理的思

考を峻別し、前者のみに訴えることが「科学的」であ

るという考えは、「あらゆる非科学的な見方において、

病理的思考と正常な思考は、対立することなく、補

い合っている」というレヴィ＝ストロースの記述にも認

められるだろう。
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レヴィ＝ストロースの考えでは、知/認識の進展、

すなわち、シニフィアンとシニフィエの対応づけという

作業を一貫した体系のなかで積み重ねていくプロセ

スは、もっぱら正常な思考によって担われる 96。そ

して、このプロセスにおいては、「〔シニフィアンとシニ

フィエという〕先の 2 つのシステムのうち、一方〔シニ

フィエ〕だけが注意深く扱われ、それが他方〔シニフ

ィアン〕の吸収を可能にするところまで（我々はそれ

をまだ垣間見るには程遠いが）、掘り下げて探求さ

れる」97 という。他方で、病理的思考はシニフィアン

の過剰を利用することで、シニフィエの不足にかか

ずらうことなく、「現実」への「適応」を可能にするので

あり、その限りにおいて、正常な思考による知の進

展を妨げるものと考えられた。こうした記述に基づく

限り、科学的説明が求める「客観的原因」や因果的

法則性は、シニフィアンとシニフィエの二分法におい

ては、シニフィエの側に位置づけられるだろう 98。

ここで、レヴィ＝ストロースは、近代科学の世界観

を念頭に議論を進めているように思われる。周知の

ように、近代科学は、数学的手法（数字という文字）

によって、感覚性を排し、知覚経験に訴えることなし

に、自然現象を分析的に記述する方法を手に入れ

たことで発展した。そして、この方法によって得られ

た知に関して、個人や集団の主観からは独立して

真であるという意味での客観性を主張したわけだが、

その前提には、自然を統べる法則という真理は自然

のなかにあらかじめ書き込まれているという世界観が

あった。「科学的」と形容すべき知の進展をシニフィ

アンとシニフィエの対応づけとするレヴィ＝ストロース

の知識観・科学観もまた、このような近代科学の世

界観に基づいていると考えることができる。

こうした見方のもとでは、呪術的思考は科学的思

考よりも劣ったもの、人類の思考の進化におけるより

古層の段階とみなされるだろう。「呪術師とその呪術」

において、呪術が生み出す体系は知の進歩には決

して寄与しないと論難され、また、呪術に接近する

精神分析がその科学としての身分を危険にさらして

いると指摘されることからも、呪術的思考に対する科

学的思考の優位という考えははっきりと認められる。

だが、こうした見解は、「栽培された思考 pensée 

cultivée 」 である科学的思考に 「野生の思考

pensée sauvage」を対置し、それらが同等に合理

的であり、人類にとって普遍的な思考法であるとした

後年の主張とは極めて対照的である。実際、レヴィ

＝ストロースはその著作で、「呪術と科学を対立させ

るのではなく、理論的・実践的な成果においては同

等ではない、知/認識の２つのモードとして並置する

ほうがよいであろう」99 と述べていた。

レヴィ＝ストロースの知識観・科学観に透けて見

える近代科学的発想は、「対象と思考の相互的変

容」100 という考えを主張していたラカンの目には、

あまりにナイーヴに映ったと考えられる。例えば、客

観性をめぐる問いに関して、ラカンは「現実原理の

彼岸」（1936）において、「ある研究の客観的価値は、

運動の現実として、つまり、その展開がもたらす効力

によって示される」と述べ、彼自身が問題とする「客

観性」とは、不変・不動の絶対的なものとしての真理

への依拠ではなく、主体と対象を巻き込んだ弁証法

的プロセスの展開がもたらす効果によって確かめら

れるという考えを示していた 101。

精神分析と科学の関係に関して、フロイトは物理

学や生物学のような実証的学問が有する「科学」と

しての身分を精神分析は手に入れねばならないと

考えていた。他方で、ラカンはフロイトのこのような科

学主義を共有してはいなかった。1932 年の学位論

文でラカンは、当時のフランス精神医学で優勢であ

った機械論的器質論に対するオルタナティヴとして

自らの考えを提示し、出発点を同じくしながら別の

方向に進んだ友人のアンリ・エーとは異なり、あらゆ

る生物学主義を退けながら、自身の理論を「科学」

の名のもとに構築していった。だが、ここでの「科学」

とは、精密科学 science exacteに限定されるもので

はない。というのも、ラカンは「人間科学」におけるパ

ロールの重要性を強調したり、ジョルジュ・ポリツェル

に言及しながら、科学の名のもとに「具体心理学」を

打ち立てる野心について口にしていたからである

102。また、ローマ講演では、実証主義は人間科学を

実験科学の従属物にしてしまったと指摘しながら、
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推測科学 science conjecturale がそうした状況を

打破する可能性を持つこと、そして、構造言語学を

筆頭とするこのような科学の列に精神分析は位置づ

けられることが主張された 103。ここにおいて、精神

分析と科学をめぐる問いは、「精神分析はひとつの

科学であるのか」から、「精神分析をそのうちに含む

科学とは何か」へと変化していると見ることができる

104。以上を踏まえるならば、「呪術師とその呪術」で

の議論は、精神分析と科学、あるいは精神分析と呪

術の関係についての問いをラカンに改めて突き付け

たと考えることができるだろう。

「呪術師とその呪術」において、レヴィ＝ストロース

が呪術に対して「科学」として提示するものは、極め

て限定的な知の在り方である。シャーマンの治療が

対象とする心身の不調は、精神医学においては文

化結合症候群 culture-bound syndrome として記

述されるような状態であり、器質的な病因のみを想

定するだけでは不十分で、文化・社会的要因に目

を向ける必要がある。それゆえに、その「治療」もま

た文化・社会的文脈を踏まえたものでなければなら

ないだろう。そして、このことは、精神分析という狭義

の「精神障害」に限定されない問題を扱う実践につ

いても当てはまる。加えて、無意識を扱う力動的精

神療法としての精神分析は、エランベルジェが示し

たように 105、シャーマニズムや悪魔祓い、呪術など

の系譜に位置づけられる実践でもあることを考慮す

るならば、精神分析が自らの出自を否認し、狭義の

「科学」を標榜することは、文化・社会的な実践という

自らの身分を忘却することに等しいだろう。

最後に付け加えておくと、ラカンは後に「科学と真

理」（1965）で、精神分析、呪術、宗教、科学の 4 つ

の領野を、アリストテレスによる 4 つ原因の機能と対

応づけて区別した。この点については別の機会に取

り上げることにするが、ラカンがそこで提出した呪術

の「構造主義的定義」106 や、呪術と科学の関係を

めぐる記述は、レヴィ＝ストロースが提起した問いへ

の遅ればせながらの応答であったと考えられる。

3-3. 自我と認識の客観性について

「呪術師とその呪術」において、レヴィ＝ストロース

は呪術的行為に認められる「ある状況への反応」は、

「情動的発現によって意識に示される」が、「その根

源的な本質は知性に関係している」と述べている。

そして、正常な思考や科学的思考がシニフィアンと

シニフィエの対応づけによる知の進展を担うのに対

して、病理的思考や呪術的思考はもっぱらシニフィ

アンの操作に終始するというかたちで、2 つの思考

の様式を区別している。ここで注目すべきは、レヴィ

＝ストロースは、情動との結びつきを否定するわけで

はないが、シニフィアン・シニフィエという概念を援用

しつつ、病理的思考や呪術的思考をむしろ知や認

識といった観点から論じているという点である。

これに対して、呪術的思考は精神分析の文脈に

おいて、子どもの思考や神経症者の思考とともに、

情動に支配された思考とみなされてきた。1930-40

年代には、情動と知性の発達の並行関係を強調す

るピアジェの影響の下で、情動に満ちた主観的な思

考である子どもの思考は、自我の発達とともに、現

実の「客観的」な認識を可能にする思考へと成熟し

ていく、という見方が優勢であった。『不安と呪術的

思考』という著作を発表したオディエもまた、ピアジェ

の議論に全面的に依拠しながら、呪術的思考と不

安の関係を強調していた。

オディエによれば、子どもははじめ、非二元論

adualisme107 として特徴づけられる精神構造を有

しており、そこでは投影や取り入れ、同一化の機制

が優位であり、ピアジェが実念論 réalisme と呼んだ、

心的経験と物理的事象が混同された状態を生きて

いる。こうした実念論の段階（前操作期）からの移行

は、7 歳頃に「社会的本能」が出現することで、同胞

との関わりが活発になり、社会的関係が構築される

ことによって生じる 108。そのなかで、認識の客観性

と自律的道徳意識が確立されていくのだが、これに

伴って発達していく自我の要素として、内的安全

感・内的価値・自律性という 3 つをオディエは強調

する。他方で、不安の起源は生後 20 ヶ月以降に生

じる母との分離や母の不在に由来する「非安全状態」
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に求められている。神経症や恐怖症においては、自

我の発達の一部が阻害され、実念論の段階にとど

まるがゆえに、非安全感や無力さを体験することや、

それらと結びついた記憶を想起することから不安が

生じ、呪術的思考ないしは子どもの思考への退行

が起こるという。

こうした見方に基づくならば、子どもは大人に比べ

て、自我の機能が未成熟かつ脆弱であり、「客観的」

な認識に訴えることができないため、より不安に苛ま

れやすいということになる。さらに言えば、呪術的思

考による不安への対処は、この思考が「客観的」な

現実との接点を欠いているため失敗し、よりいっそう

の非安全感や無力感をもたらすと考えられる。では、

いわゆる未開人もまた、呪術的思考を用いる限りに

おいて、科学的思考を用いる文明人よりも不安に苛

まれやすいということになるのだろうか。この点を検

討するにあたって、未開人に認められる「思考の万

能」という原理は、神経症者109 や幼児にも認められ

るというフロイトの主張に対して、レヴィ＝ストロース

が『親族の基本構造』でおこなった批判を参照する

ことにしたい 110。

フロイトの主張は、「心の生活の個体発生的成長

と系統発生的成長の並行関係」、すなわち、エルン

スト・ヘッケルによる「個体発生は系統発生を繰り返

す」というテーゼを人間の心的生に適用した考えに

基づいている。つまり、個々の人間における思考の

発達は、ヒトという種における思考の発達と並行関

係にあるという発想をもと、人間の幼児に認められる

思考の特徴は、人類の進化のなかで揺籃期にあっ

た人々、「原始的」、「未開」あるいは「古層的/アルカ

イック」と形容される社会に生きる人々にも認められ

るという主張が導き出されたのであった。このような

考えはフロイト以降の多くの精神分析家のみならず、

シャルル・ブロンデルやピアジェといった心理学者に

も、程度の差はあれ、支持されていた。

レヴィ＝ストロースは、こうした主張をおこなう論者

は「アルカイックをめぐる錯覚 illusion archaïque」

に陥っていると指摘する。未開人と子どもの思考に

アナロジーが見出せるのは、一方で未開人がアルカ

イックな段階にある文化・社会や思考を生きており、

他方で子どもが系統発生における人類のアルカイッ

クな段階を個体発生のなかで繰り返し生きていると

いう並行関係が存在するからではない
．．
。むしろ、そう

したアナロジーは、子どもの思考が、「あらゆる思考

とあらゆる文化の共通分母」111、あるいは、「あらゆる

可能な文化的総合を出会わせ、収束させる場」112

であるがゆえに可能になるという。このことを説明す

るにあたって、レヴィ＝ストロースは、いかなる文化に

あっても普遍的に認められる区別として、大人の思

考と子どもの思考という区別に注目する。では、両

者はいかなる点において異なるのだろうか。大人と

子どもの思考を区別するのは、ピアジェが言うような、

成熟によって変化する「構造」に関する差異ではな

い、とレヴィ＝ストロースは主張する。そして、思考の

社会的発生という観点から、思考は「一種の普遍的

基層」をなす幼児の思考から出発して、「集団の要

請に応じた選択と除外」を被るなかで大人の思考へ

とかたちづくられていくと考え、その限りにおいて、両

者はその「広がり extension」において異なると指摘

する 113。この点に関して、レヴィ＝ストロースは思考

形成と言語習得のアナロジーを持ち出して説明を

加えているのだが、そこには言語によって形成され

る存在という人間観が認められるだろう 114。

レヴィ＝ストロースによれば、自分たちが属する文

化・社会で共有された思考・行動とは異なる思考・

行動を示す人々（例えば、未開人）に出会ったとき、

大人はまず利用可能な比較対象として自分たちの

子どもの思考・行動を参照する。子どもの思考・行動

は、大人の思考・行動に比べて機能分化されていな

いがゆえに 115、大人はそこに自分たちのものとは

異なる思考・行動との類似点を見出すことができる

116。しかし、自分たちものとは異なる思考・行動と自

分たちの子どもの思考・行動にアナロジーを見て取

ることで状況に対処するという行動は、「錯覚」による

「現実への適応」に過ぎない。レヴィ＝ストロースはこ

の錯覚の滑稽さを強調するかのように、未開人の大

人もまた同様に、文明人の思考を自分たちの子ども

の思考と比較するだろうと指摘していた 117。ところ
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で、ラカンはこの指摘に言及するなかで、そのような

「錯覚」を自我の働きと結びつけて以下のように述べ

ていた。「エゴは人間が現実に適応するための最も

流動的な諸機能の管理者であって、錯覚の能力、

さらには虚偽の能力として我々に現れる」 118。自我

は「原初的不調和」119 を覆い隠すものとして生み

出され、誤認の構造に由来する「錯覚の能力」によ

って、「現実への適応」を支えていく。しかし、この

「適応」とは、自我の発達がもたらす認識の客観性

によって担保されるようなものでは決してないのであ

る。

以上のような議論をもとに、レヴィ＝ストロースは

未開人の思考や病理的思考に対してそれまで投げ

かけられてきた誤解を解いていく。未開人の思考も

文明人の思考と同様に社会化されており、未分化

では決してない。また、病理的思考も、それは社会

の標準的な思考からは偏っているかもしれないが、

それ自体は個人の次元において、ひとつの総合

synthèse を有しており、その限りにおいて、見かけ

上の「退行」は、「個体ないし種の知的進化における

「アルカイックな」段階への後戻り」ではなく、「個体

の思考のはじまりを支配している状況と類似した状

況の再構成」120 として理解される。

このような考えは、パラノイアの妄想を「認識の現

象」とみなし、それが人格（自我）と同様に社会的に

生成されているとしたラカンの学位論文での主張と

非常に近いものと考えられる。つまり、病理的思考に

関するレヴィ＝ストロースの考えと同様に、ラカンにと

ってパラノイアとは、能力欠損ではなく、「心的統合」

としての人格の特異な障害であり、人格と同様に

「個体とその固有の環世界によって構成される全体
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

性
．
に平行である」121 限りにおいて、それは「個体の

思考のはじまりを支配している状況と類似した状況

の再構成」として理解が可能となる。ゆえに、病理的

思考は、情動によって攪乱された未分化で非社会

的な思考では決してないのである 122。

4. 精神分析と呪術の関係―ある分析家の反論

本稿の冒頭において、「呪術師とその呪術」は精

神分析を文化人類学的研究の対象とする試みであ

ると指摘したが、これまで見てきたように、レヴィ＝ス

トロースによる精神分析の理論と実践についての理

解と記述は、シャーマニズムについてのそれと比べ

て量・質ともに十分であるとは言い難い。このテクスト

の目的が両者の比較にあったならば、こうした不均

衡は明らかに不自然であるように思われる。また、シ

ャーマニズムと精神分析を比較するような議論は、

「呪術師とその呪術」と「象徴的効果」が発表された

1949 年以降に再びなされることはほぼなかった 123。

こうした事情を踏まえると、レヴィ＝ストロースのねら

いは、シャーマニズムと精神分析の比較そのもので

はなく、シャーマニズムという呪術を用いた治療実践

を象徴システムという視点から、シニフィアン・シニフ

ィエという概念を用いて検討することにあったと考え

るほうが適切であるかもしれない 124。つまり、レヴィ

＝ストロースの考察の対象はあくまでシャーマニズム

であり、精神分析は西洋における呪術的な治療実

践としてのその比較対象に過ぎなかったのではない

だろうか 125。もっとも、その真意は今となっては確か

めようもないのだが、これらのテクストは、レヴィ＝スト

ロースが精神分析に対して多大な関心を抱いており、

その在り方について一家言を有していたと考えたく

なる魅力を秘めていると言えるだろう 126。

実際、当時の精神分析家たちにとっても、自分た

ちの実践に対するその物言いは静観や無視できる

ものではなかったようである。その一例としてここでは、

精神分析家フランシス・パシュ（1910-1996）127 に

よる反論、 「呪術を用いない精神分析家 Le 

psychanalyste sans magie」128 を取り上げたい

129。このテクストは、「呪術師とその呪術」が発表され

た Les Temps modernes誌に 1949年 12月に掲

載されている。

パシュはレヴィ＝ストロースのテクストを以下のよう

に要約する。前半部分では、「呪術師あるいはシャ

ーマンの多少なりとも意識的な二枚舌 duplicité」と

「その治療がもたらす成功の曖昧さ」に関して申し分

のない分析がなされ、シャーマンによる治療の成功

は「集団の信念の非合理なシステム/体系への単な
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る再統合へと還元される」130。そして、後半では、

「我々の専門性がそれによって脅かされる退行的な

逸脱に対する警告という控えめなかたちで、〔シャー

マンとその治療と〕精神分析家とその治療との対比

がなされ」、精神分析の実践はもはや、「偽りの説明

や社会的秩序やおぞましくすらあるそのドグマ」にの

み基づいたものとして理解されるようになる、と。この

ように、レヴィ＝ストロースによる精神分析とシャーマ

ニズムの対比は、精神分析を既存の秩序へと人々

を適応させ、現状の容認・維持を支持するものとみ

なすことに行き着くという主張をおこなうものであると

パシュは考えたようである 131。

パシュの考えでは、シャーマニズム治療の「原理と

目的」は、もっぱら「社会的なもの」にあり、そこで生

じる「治癒」とは、「〔医者-患者関係であれ、呪術的

共同体であれ〕そこにおいて自身の位置を見つけ出

す病理的結託へと病者を招き入れる、病のかたちの

変化」に過ぎない 132。それゆえに、このような水準

での治癒にとどまるのであれば、得るものはほとんど

ないばかりか、損失や不利益さえ生じうるという。

パシュは、治療の対象となる障害と社会的秩序へ

の不適応の関係について重要な問いかけ―前者

は後者の原因ではなく、結果ではないかという問い

かけ―をおこなう。例えば、ある個人が自らの属す

る社会階級からの圧迫により不調に陥り、不適応状

態が生じたならば、不調から不適応が生じたと考え

るのは適当ではないだろう。むしろ、個人と環境のあ

いだの不適応状態がまず起こり、そこから個人にお

ける不調が生じるのだが、そうした不調は精神医学

のまなざしのもとでは個人の「病」とみなされ、種々の

治療の対象とされてしまう。これに対して、この不適

応に伴う居心地悪さは、「社会意識の覚醒」とみな

すことも可能であるとパシュは指摘する。ここで問題

となっているのは、「病」あるいは「症状」と一般にみ

なされるものの意味である。非合理的で抑圧的な風

土の中に生きる個人に生じた不調が、一族の不条

理な規範に対する理性的で解放的な批判を伴うも

のであった場合、それを「精神疾患」とみなして治療

の対象にすることは、どのような帰結をもたらすだろ

うか。パシュによれば、そうした「偽りの病」に対して、

「偽りの治療」をおこなうことによってもたらされるのは

「偽りの治癒」であり、まさにそこで「本物の病と本物

のペテン」がつくりあげられてしまうという。パシュの

考えでは、社会的なものにその原理と目的を置くシ

ャーマンの治療もまた、病者を再び「集団精神神経

症 la psychonévrose collective」に陥らせ、「社会

の発展不全 arriération sociale」を引き起こしてし

まう。

これに対して、精神分析家はフロイトの技法に忠

実であるならば、こうした危険を免れることができると

パシュは述べている。では、シャーマニズムと異なる

ものとしての、精神分析の目的とは何だろうか。レヴ

ィ＝ストロースは、「呪術は病者を介して、集団を予

め定められた諸問題へと再び適応させるのに対して、

精神分析は導入される解決を介して、病者を集団

へと再び適応させる」と述べていた。これに対してパ

シュは、精神分析家が目指すのはむしろ、レヴィ＝

ストロースが言う意味での「適応」とはまさしく反対の

方向、すなわち、集団からの「脱適応 désadapter」

であるという。これは、「社会意識の覚醒」を促すこと

とも表現され、社会体制のなかでひとを「安楽死」さ

せることと対置されている。しかし、パシュは「適応」と

いう語を放棄するわけではなく、彼自身の定義を新

たに与えることによって、あくまで「適応」という語のも

とで精神分析の目的を語ろうとする。曰く、「適応」と

は、「所与のものに服従し、その欠点に甘んじる」こと

ではなく、むしろ「所与のものを理解し、より合理的

なものへとつくりなおす」ことであり、精神分析家の

「存在意義」のひとつは、後者の意味で「〔適応とい

う〕課題に対する準備をある一部の人々にさせること

である」という。

また、精神分析においては、「患者の回復は、当

人が示す幸福感という主観的感情ではなく、そこに

おいて想像されたものと知覚されたものが混ざり合

い、互いに行き交う、混乱した振る舞いの放棄によ

って計られる」のであり、その限りにおいて、「治癒は、

知覚されるべき現実を正しく理解するという基準を

有している」という考えをパシュは提示している。そし
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て、このテクストは、大勢順応主義への抵抗や革命

による社会変革という考えが現在よりもアクチュアル

であった当時の状況と呼応するように、「フロイトの技

法は万能薬ではないが、そのごく限られた役割にお

いて、真に革命的な射程を有している」という展望に

よって閉じられている。

さて、パシュが語る精神分析の目的や治療観は、

それ自体としては興味深く、何より精神分析に対す

る期待に満ちている。一方で、このテクストを読んだ

ラカンの反応を想像してみると、パシュが「適応」とい

う語を手放さなかった点、「治癒は、知覚されるべき

現実を正しく理解するという基準を有している」と述

べた点について、ラカンは強く異議を唱えたであろう

と考えられる。というのも、この 2点においては、現実

への適応と認識の客観性を可能にする審級という

自我の概念化がまさに問題となっているからである。

5. おわりに

以上、ラカンによる「呪術師とその呪術」の読みを

仮説的に再構成することを試みた。最後に、レヴィ

＝ストロースの議論がラカンに与えたであろう
．．．．
影響に

ついて、改めて簡潔にまとめておきたい。

まず指摘しておくべきは、レヴィ＝ストロースによる

シャーマニズムと精神分析の比較は、それが引き起

こした精神分析家達への影響とともに、精神分析の

科学性についての問いをラカンに鋭く提起したであ

ろうという点である。そして、この問いは認識の客観

性という考えそのものを問うものであるがゆえに、認

識の主体あるいは知覚-意識としての自我概念を中

心に据えた分析理論に対する批判的検討を伴うも

のであった。こうして、精神分析と科学の関係をめぐ

る問いは、「精神分析はひとつの科学であるのか」で

はなく、むしろ「精神分析をそのうちに含む科学とは

何か」というかたちを取ることになる。

また、両者の比較は、SPP のインスティチュートの

設立が準備されていた 1949 年という時期も相まっ

て、精神分析家の養成についての問いを提起する

ものでもあったと考えられる。この点に関しては、ラカ

ンは恐らく、分析家の養成の本質は、シャーマンの

養成とは異なり、分析主体（病者）による分析家（シ

ャーマン）への同一化にあるのではないと考えてい

た。では、その本質はいったい何に求めることができ

るだろうか。筆者は先に、「脱同一化のプロセスの果

てに…分析主体はどのような支えを見出すのか」と

いうかたちで問いを立て、「存在の計り知れない決

定」というラカンの表現に言及した。本稿では指摘す

るにとどめるが、このような同一化をめぐる「決定」や

「選択」についての問いを、ラカンはやがて弁証法

的運動の原動力となる欲望というかたちで取り上げ

るだろう。

さらに、精神分析と呪術の関係そのものに目を向

けると、ローマ講演においてラカンは、精神分析家

は自身の行為を「呪術的」であると考えることから遠

くないところにいる 133、と指摘する一方で、「我々は

科学者 savants であり、呪術は支持できない実践

である」134 とも述べていた。ここで、精神分析を呪

術へと接近させる要素とみなされているのは、「〔精

神分析家の〕パロールによる奇跡」135、すなわち、患

者の身体症状に対する分析家の象徴解釈の実効

性であり、「呪術師とその呪術」では解除反応という

かたちで取り上げられた。では、こうしたパロールの

力は何に由来するのだろうか。「言語の呪術的な力」

を「原始的とされる心的活動の変異」136 に帰してし

まう説明は、「思考の万能」という考えに訴える限りに

おいて、それ自体が「呪術的思考」に陥っていると

言える。それゆえ、精神分析と呪術を区別するため

には、「思考の万能」とは別のかたちでパロールの力

を説明する必要があった。翻って、「呪術師とその呪

術」でシャーマニズムと精神分析の比較が最初にな

されたとき、そこではシャーマンの治療は病者の身

体に触れたり、小道具を弄したりする儀式として描

写されていた。これに対して、「象徴的効果」では、

パロールの実践と形容しうるようなシャーマンの実践

をもとに、シニフィアンの操作によってもたらされる、

身体にまで影響を与える「独自な経験」のメカニズム

が検討されたのであり、その限りにおいて、「象徴的

効果」のラカンへの影響はやはり決定的であったと

考えられる。
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だが、「呪術師とその呪術」は、個人の心理状態

あるいは意識的な信に代えて、心身に影響を及ぼ

すシャーマンの治療における集団の役割を強調す

ることで、人間を生理的存在・心理的存在としての

みならず、社会的存在としてもとらえ、シャーマニズ

ムの実践を全体的社会事象として理解する視点を

提示したという点で、主体化という問いを社会的なも

のとともに考えていたラカンにとっての影響は決して

小さいものではなかったと思われる。さらに、こうした

視点をもとに、レヴィ＝ストロースは、自律的な体系/

システムとしての象徴・シニフィアンといった理論的

道具とともに、シャーマニズムや精神分析を、精密

科学とは異なるかたちで世界と関わる技法とみなす

視座の端緒を開いたのだが、これはまさに 1949 年

以降のラカンの歩みの道標のひとつになったと筆者

は考える。いわば、「呪術師とその呪術」におけるシ

ャーマニズムと精神分析の比較は、精神分析の経

験を隣接諸学の知見と積極的に突き合わせ、既存

の理論へと閉じさせることなく、深化させていくという

ラカンの思索が当初から有していた方向性を強化し、

さらに加速させたのであり、その限りにおいて、この

テクストがラカンに与えた影響は決して無視できない

ものであると言えるだろう。

付記：本研究は JSPS 科研費 JP21K00104 の助

成を受けた。
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97 Lévi-Strauss (1949a) op.cit., p.405. 
98 これに対して、「象徴的効果」では、細菌と病との関係は、「病者の精神の外部にある...原因と結

果の関係」であるのに対して、神話の怪物と病との関係は、「意識的か無意識的かを問わず、この

同じ精神の内部にある... 象徴と象徴されるものとの関係」、すなわち、「シニフィアンとシニフィエの

関係」であるというかたちで区別されている。ここから、両論文のあいだには、シニフィアンとシニフィ

エの位置づけについて相違があることが理解される。
99 Lévi-Strauss, C. (1962) La pensée sauvage. Plon. p.21. 
100 Lacan, J.(1935) Hallucinations et délires. Premiers Écrits. p.122. 
101 付言しておくと、ラカンは近代科学の知の在り方をナンセンスなものとして退けたわけではなく、

精神分析が働きかける主体は、知と真理のあいだの分裂を被った「科学の主体」に他ならないと後

に述べていた。 Lacan, J.(1965) La science et la vérité. Écrits. p.858. 
102 Lacan (1946) op. cit., pp.161-162. 
103 Lacan (1953) op. cit., p.284. また、ラカンは少し後の箇所で、推測科学と精密科学は、前者

は真理、後者は正確さ/精密さに基づくという点で異なるが、いずれもそうした媒介をもとに「現実」

を扱う、すなわち、「現実」に直接的にアクセスすることはできないという点において、両者のあいだ

に境界を設けることには根拠がないと指摘している。 ibid., p.286. 
104  Lacan, J.(1965) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse: Compte 
rendu du séminaire 1964. Autres écrits. p.187. 
105 Ellenberger (1970) op.cit.
106 Lacan (1965) op. cit., p.870. 
107 ジェームズ・ボールドウィン（1861-1934）が提唱した概念であり、自己と他者が未分化である状

態を指す。ちなみに、ボールドウィンの名は「鏡像段階論」において参照されていた。 Lacan 

(1949a) op. cit., p.93. 
108 これに対して、レヴィ＝ストロースは、人間の社会化は最早期から生じると主張する。そして、精

神分析家スーザン・アイザックスの著作をもとに、原初的なものとみなされる所有欲でさえ、それは
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本能ではなく、ひとつの社会的反応であり、ある対象が求められるのは、他者がそれを所有してい

る（≒自分がそれを所有していない）からであり、子どもは顕在的・潜在的に他者のなかに競争相

手を見て、愛憎のあいだを揺れ動くという考えを提示している。 ibid., pp.99-100: 邦訳 189-191

頁. 
109 症例鼠男において「思考の万能」について詳細に取り上げたように、フロイトはとりわけ強迫神

経症との結びつきを指摘していた。また、フロイトはシュレーバーの妄想体系と神話との結びつきを

指摘していたが、この結びつきを最初に取り上げたのは、ユングの弟子であったヨハン・ヤーコブ・

ホーネガーである。Honegger, J.(1910) Über paranoide Wahnbildung. Jahrbuch für 
psychoanalytische und psychopatologische Forschungen, 2. pp.734-735. 
110 ラカンは 1950年の第一回世界精神医学会議で、先に挙げたオディエの著作を全面的に援用

したソシュールの発表に対してコメントをおこなう際、以下に取り上げる『親族の基本構造』に所収

の「アルカイックをめぐる錯覚」におけるレヴィ＝ストロースの主張に言及していた。Lacan, 

J.(1950) Intervention au Ier Congrès mondial de psychiatrie. Autres écrits. p.128. 
111 Lévi-Strauss (1949c) op.cit., p.110: 邦訳 200頁. 
112 ibid., p.111: 邦訳 202頁. 
113 ここでの「広がり」とは、機能分化の程度と考えられるが、レヴィ＝ストロースは、「特定の社会に

おける子どもの標準的思考と大人の標準的思考のあいだに、どの程度の通分できない相違がある

かは、いずれにせよまだ決着のついていない問題である」と述べている。 ibid., p.104: 邦訳 194

頁. 
114 レヴィ＝ストロースは、ローマン・ヤコブソンの著作を参照しつつ、「音声面で無際限に開かれて

いた可能性は、国語 langueによる選択が定着した時から、取り返しのつかないほどに失われる」と

述べている。 ibid., p.109: 邦訳 200頁. 

周知のように、人間は世界の言語で用いられる音素の弁別能力を備えて生まれてくるが、一般

的には生後約 1 年までに日常で用いられていない音素の弁別能力が徐々に失われていく。こうし

た現象は、今日の神経科学の視点では、シナプス刈り込みによる神経回路の編成というかたちで

理解されている。
115 フロイトの「多形倒錯 la perversion polymorphe」という表現をもじった、「多形的社会存在 le 

social polymorphe」という表現によって、レヴィ＝ストロースは、子どもの思考が秘めている可能性

や潜在的な力を強調している。
116 「どんな社会にとっても、外部の習俗や態度にとって最も手ごろな比較対象になるのは決まっ

て自分たちの子どもであり、自分たちの風習からかけ離れた風習はつねに、しかもごく普通に、子

どもっぽく見える」（ibid., p.111: 邦訳 201頁.）。
117 ibid., p.111: 邦訳 202頁. 
118 Lacan (1949c) op. cit., p.129. 
119 Lacan (1949a) op. cit., p.96. 
120 ibid., p.113: 邦訳 204頁. 
121 Lacan (1932) op. cit., p.337. 
122 この点に関して、ラカンはブロンデルの『病的意識』（1914）に対する反論として、自らの主張を

練り上げている。学位論文において、ブロンデルの考えは以下のようにまとめられていた。病的意

識 conscience morbideは「正常意識 conscience normale とは根本的に異なった〔諸表象の〕構

造」を有しており、そこには「より未分化、すなわち現実のリズムとより直接的に結びついており、自

我の生の諸関係により直に由来しているが、それゆえに非社会的かつ伝達不可能でさえある世界

の表象」が認められる、と。ブロンデル自身もその著作において、病者の体験はそれ自体が「神秘

mystère」であり、「我々の言語や、言語が前提とする表象による分類はもはや〔病者には〕そぐわ

ない」と述べていた。 Blondel, C.(1914) La Conscience morbide: Essai de psychopathologie 
générale. Félix Alcan. 
このようなブロンデルの考えに対して、ラカンは以下のように真っ向から異議を唱えている。「純

粋な体験は、ブロンデルによって提案された、言葉では組み尽くせないもの ineffable という古い
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概念と比べ合わせるべきであるように見えるが、実際には、こうした現象は言語のなかで広がり、社

会的次元に位置づけられる」。つまり、ブロンデルの言うところの病者における純粋な体験、あるい

はその表出である妄想は、「非社会的かつ伝達不可能」では決してないとラカンは強調するのであ

る。 Lacan, J.(1949c) Intervention sur l’exposé de J. Fretet (en collaboration avec R. 

Lyet) : « La relation hallucinatoire ». Évolution Psychiatrique, II. pp.151-152. 
123 例外として、以下のものを挙げることができる。  Lévi-Strauss, C.(1956) Sorciers et 

psychanalyse. Le courrier de l'Unesco. pp.8-10. 
このテクストでは、レヴィ＝ストロースは「象徴的効果」で取り上げたクナ族の事例に再び言及し

つつ、いくつかの点を改めて強調している。例えば、①その治療が身体への直接的接触や薬物の

使用に訴えるのではないという点で、「その第一の特徴は、純粋に心理学的な本性にある」というこ

と、②シャーマンと病者に加えて集団の成員の存在が重要であること、さらには、③シャーマンへの

訴えは、単に症状を取り除くだけでなく、社会集団へと再び組み入れられることを可能にすることが

指摘されている。最後の点に関して補足しておくと、症状は心身の苦しみを与えるだけでなく、社

会集団からの疎外を引き起こすのであり、それゆえに病者は集団から権威を与えられている治療

者に助けを求める、とレヴィ＝ストロースは述べている。

また、レヴィ＝ストロースは、シャーマンによる治療と精神分析の比較にとどまらず、文化人類学

者キルトン・スチュワート（ 1902-1965 ）の著作に言及しながら、前者を集団精神療法

psychothérapie collective のひとつであるサイコドラマとも関連づけている。そして、このような実

践が可能であるのは、そこで上演される病者の神話が社会的性格を確かに有しているためである

と指摘し、ゆえに精神分析において想起することが目指される忘却された諸状況が有すると考えら

れている私秘的性格もまた錯覚である illusoire と述べている。 Kilton, S.(1954) Pygmies and 
dream giants. W.W.Norton. 
124 この点に関して、リシャール・レシュトマンは、精神分析がシャーマニズムと比較可能か否かとい

うことは、「呪術師とその呪術」において本質的な問いではなく、むしろレヴィストロースのねらいは、

分析状況が有する実効性 efficacité を、いかなる分析理論も参照することなく検討することにあっ

たと指摘している。 Rechtman, R.(1996) Anthropologie et psychanalyse: un débat hors 

sujet ? Journal des anthropologues, 64-65. p.75. 
しかし、筆者としては、このような見方は、レヴィ＝ストロースの議論がラカンに与えた影響は何か

という問いを立てることから事後的に浮かび上がってくるものであるように思われる。
125 そうであれば、シャーマニズムと精神分析の比較が、精神分析に「その方法と諸原理について

の有益な反省」を促すものとなるとしても、治療機序についての自身の主張が精神分析の理論に

取って代わるものになりうるとレヴィ＝ストロースが考えていたかどうか疑わしい。
126 レヴィ＝ストロース自身、マルクス主義と地質学と並んで、精神分析は「三つの師」のひとつで

あったと述べているものの、実際のところ精神分析にどの程度、肯定的な関心を抱いていたかは疑

わしい。 Lévi-Strauss, C.(1955) Tristes Tropiques. Plon. p.46. 

この点に関しては、アンドレ・グリーンのように、レヴィ＝ストロースは精神分析を「拒絶」したとは

言わないまでも、一定の距離を保ちながら精神分析について論じていたと考えておくことが必要で

あると思われる。 Green, A.(2010) Le rejet de la psychanalyse par C. Lévi-Strauss. Revue 
française de psychosomatique, 38. pp.145-156. 
そうであれば、ジョルジュ・ドゥヴルー（1908-1985）に影響を受け、文化人類学と精神分析とを補

完的な関係にあると位置づけたトビ・ナタンの立場とも、レヴィ＝ストロースの立場は区別されるべき

であろう。
127 パシュは薬学、哲学を修めた後、ジャン・ドレーのもとで医学の学位を取得した。1950 年に

SPP の正会員になり、1960 年から 1964 年にかけて会長を務めた。彼はラカンとは浅からぬ因縁

がある人物で、1953 年の SPP の分裂の際にはラカンを厳しく非難し、「たとえラカンが混乱を生じ

させたわけではないとしても、彼はただ存在しているというだけで、この混乱についての責任がある」

と公言したという。ラカンはこの分裂について記したルドルフ・ルヴェンシュタインへの手紙のなかで、

パシュのことを「ロベスピエール」と呼んでいた。 Lacan, J.(1953/1976) Lettre à Rudolph 
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Loewenstein du 14 juillet 1953. Ornicar?: La scission de 1953. p.129. 
128 Pasche, F.(1949) La psychanalyse sans magie. Les Temps Modernes, 50. pp.961-972. 
129 パシュの反論は、先に取り上げたベナシーの論文においても言及されている。 Bénassy 

(1950) op. cit., p.328. 
130 ibid., p.961. 
131 折しも、レヴィ＝ストロースとパシュの両者の論考に挟まれるかたちで、La Nouvelle Critique
誌に「精神分析、反動的イデオロギー」という反-精神分析のマニフェストが掲載された。フランス共

産党の指示のもと、精神科医・精神分析家であるセルジュ・ルボヴィシ（1915-2000）を含む 8 名の

精神医学者の署名が付されたこの「自己批判」は、当時の精神分析が社会闘争における攻撃性の

噴出を既存の秩序を脅かす悪とみなし、それらの解消や転用を「文化のなかの居心地悪さ」に対

する解決とする点において、「ブルジョワ社会に〔個人を〕適応させるための技術」に堕している、と

糾弾していた。 Lebovici, S., Bonnafé, L., Follin, S., Kestemberg, J., Kestenberg, É. Le 

Guillant, L., Monnerot, J., Shentoub, S.(1949) Autocritique: La psychanalyse idéologie 
réactionnaire. La Nouvelle Critique, 7, juin. pp.57-72. 
132 シャーマニズムの実践は、それが役に立たなくなれば廃れることが起こりうるかもしれないが、

「科学的仮説」が反駁されるようなかたちで批判されることはないとパシュは指摘している。
133 Lacan (1953) op. cit., p.240. 
134 ibid., p.306. 
135 ibidem. 
136  Lacan, J.(1958) Remarque sur la rapport de Daniel Lagache: «Psychanalyse et 
structure de la personalité». Écrits. p.665. 
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Ⅱ 2022 年度学生相談室活動報告

学生相談室専任教員 荒 木 浩 子

１． はじめに

（１）2022年度の流れと学生相談室の目的

2022年度は、2019年度末から続くCOVID-19 

感染拡大に伴い、感染予防に即した活動をひき

つぎ、遠隔相談も行いながらであるが、ほぼ通

常の体制での学生相談活動を行った。大学では

感染予防対策を行いながら対面授業が行われ、

制限は少なくなり、相談件数も前年度より大幅

に増加し、ほぼ例年に近い相談件数になった。

対面での相談も継続された。

学生相談室スタッフの感染疑い、あるいは濃

厚接触者、またその疑いなどのため、相談員の

不在が例年より多くなったが、その都度相談予

約の日時変更の連絡にて対応を行った。

また、茨木総持寺キャンパスに総持寺学生相

談室が開室し４年目となった。

学生相談の目的は、学生の一人ひとりが有意

義で充実した学生生活を送ることができるよう

援助することである。学生相談室規程第２条に

も「学生が当面する学生生活上の個人的問題に

ついて相談に応じ、助言すること」が目的とし

て掲げられており、相談室を訪れる学生に対し

ての個別面接相談が活動の中心となっている。

学生相談室の業務は、学生が直面している苦

しみやつらさといった個々の問題を共に考えて

いくことで、その中から本人が理解・納得や工

夫を見出していく力が生まれていくことを支援

するものである。2020 年度は、コロナ感染拡大

防止のために、社会活動が大きく制限された。

大学生への影響も大きく、学年ごと、各個人に

様々な影響があった。

感染予防対策として対面の機会が減少し、教

職員が学生の様子を観察したり気軽に声掛けを

行ったりするコミュニケーションの機会が作り

にくくなった。オンラインで学生と大学教員が

やり取りできるシステムもあるが、学生がそれ

を使用するか否かは二分しているように思われ

る。

さらに、本学のペーパーレス化がすすみ、パ

ソコンや大学指定サイトにアクセスすることで

情報を得る必要が増した。各学生の情報収集力

により学生生活の適応度の差が大きくなること

が懸念され、よりアクセスしやすく使いやすい

工夫が求められている。

オンデマンド授業では、学修用サイトに学生

が自らアクセスし自律的に授業や課題について

の情報を確認、遂行することが求められる。授

業を多く履修すればするほど、次々と締め切り

が訪れることになる。課題遂行に回避的な学生

にとっては、回避している間に課題締め切りが

次々と過ぎていき、苦しい状況になりがちであ

る。またスケジュール管理に苦手さがある学生

も、気が付くと課題の回答が締め切られており、

単位取得が難しくなる。

コロナ後半に入り、対面授業が開始され、オ

ンライン授業と対面授業が入り混じった授業履

修が普通になってきた。学生が自身の授業相性

を考慮し、オンラインあるいは対面を可能な範

囲で選びながら履修していく様子があった。一

方で、対面授業のための通学と、毎週の複数の

課題遂行の混じった生活に、適応困難を示す学

生もみられた。

2020年度、2021年度、2022年度のコロナ関連

状況と学生相談室の動向を以下の表にまとめた

（表1）。
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表1．コロナと大学の学生相談室の状況

年月 コロナ感染拡大による社会的状況 大学の状況 学生相談室の状況

2020年3月 3/17 学位授与式中止 来室での相談はなし / 電話相談のみ 

2020年4月 4/7 緊急事態宣言（～5/25） 4/4 入学式中止 4/14 総持寺茨木キャンパス学生相談室閉室

・学生の学内立ち入り禁止
・全面オンライン授業

原則遠隔相談のみだが、特別に申請した学生と
の面接を実施

コロナ感染拡大防止のための
全学的に勤務人員縮小

4/14～9/10 コロナ感染拡大防止のための勤務
体制縮小 (在宅勤務導入)

2020年5月 オンライン相談開始

曜日ごとに在宅の相談員とミーティング開始

2020年6月 6/18 人員縮小体制から相談員増員

6/29 安威学相 事務室カウンターと相談室に
パーテーション設置

2020年9月 9/14 秋学期授業開始
9/14～ 総持寺茨木キャンパス学生相談室開室 /
全相談員通常出勤

9/17～ 換気のため相談時間の間を30分とする
相談枠を設定

安威学相に網戸設置（換気の為） / 総持寺学相に
オゾン発生装置2台・サーキュレイター1台・
パーテーション設置

2020年10月 ・一部対面授業開始
換気のため相談時間の間を40分とする相談枠を
設定

2020年11月
ラウンジ使用について制限確認 ①事前予約制 /
②通常のキャパの1/2以下 / ③2時間まで

2021年1月 1/8 緊急事態宣言（～2/7）

2021年2月 緊急事態宣言延長（～2/28）

2021年3月
3/17 学位授与式 学部ごとに
実施

2021年4月 4/25 緊急事態宣言（～5/11） 4/1，2 入学式 二部制で実施 相談時間枠を増やす為、換気時間を20分とする

・オンライン授業と対面授業の
両方で授業運営

コロナ感染拡大防止のための勤務体制縮小
(在宅勤務一部継続)

2021年5月 緊急事態宣言延長（～5/31）

2021年6月 緊急事態延長（～6/20）

6/21 蔓延防止等重点措置（～7/11）

2021年7月 蔓延防止等重点措置延長（～8/22）

2021年8月 8/2 緊急事態宣言（～8/31）

2021年10月
10/1秋学期授業開始
・オンライン授業と対面授業両
方で授業運営

全スタッフ通常勤務

2022年1月 1/27 蔓延防止等重点措置（～2/20）

2022年2月 蔓延防止等重点措置延長（～3/6）

2022年3月 蔓延防止等重点措置延長（～3/21）
3/17 学位授与式 ニ部制で
実施

2022年4月 4/5 入学式 二部制で実施

2023年3月
3/20 学位授与式  一部制で
実施 学生・職員のみで実施
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月 火 水 木 金

相談員配置 専 1名 非 1名 非 1名 非 1名 非 1名

（２）学生相談室の人員体制

学生相談室の人員体制は、学生相談室室長、

専任教員相談員1名、 受付兼事務職員3名（内、

安威勤務2名、総持寺勤務1名）、非常勤相談員

11名（内、3日勤務の相談員が1名、2日勤務が2

名）、非常勤相談医1名（週1日4時間）とし、相

談員の配置は表2の通りである。

また、大学全職員・学生を対象にするハラス

メント相談員が毎週木曜日に3時間勤務してお

り、特別に学生相談室配置となっている。  

表2．曜日別相談員配置

安威学生相談室

総持寺学生相談室

２．個人相談利用状況

（１） 年間相談状況

2022年度の相談実数は260件、相談延数は

2020件であった。それぞれの年度ごとの推移は

図1－1、図1－2を参照されたい。

コロナ以前の相談件数を越えた。在籍学生数

が2019年度に比べ1000人程度増加しておりそ

の影響もあると思われるが、大学が動き出した

ことで、様々な相談事や悩みが大学や学生相談

室にて相談されたと考えられる。

表3. 年度別相談実数と相談延数  
（2018年度から2022年度までの推移）

両キャンパス総数

安威キャンパス

総持寺キャンパス

（２） 来談者からみた相談状況

相談実数は、2018年は242件、コロナによる

2019年は239件、2020年は150件、2021年は221

件と、2020年からコロナによる減少がみられる

が、2022年はほぼ回復したと言えよう。

(注)専：専任相談員 非：非常勤相談員 医：精神科医  ハ：ハラスメント相談員

年度 
 項目

 相 談 実 数 242 239 150 221 260

相 談 延 数 1928 1734 1364 1959 2020

2018 2019 2020 2021 2022

年度 
 項目

 相 談 実 数 242 171 119 144 171

相 談 延 数 1928 1361 1172 1364 1448

2018 2019 2020 2021 2022

年度 
 項目

相 談 実 数 68 31 77 89

相 談 延 数 373 192 595 572

2018 2019 2020 2021 2022

月 火 水 木 金

相談員配置 非 2名 非 3名
専 1名
非 2名

専 1名
非 1名
医 1名
ハ 1名

専 1名
非 1名
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     図1－1 年度別相談実数

    図1－2 年度別相談延数

保護者の相談実数は、2019年は30件、2020年

は23件、2021年は34件、2022年は29件となった。

2020年度のみ少ない傾向がある。2020年度は

は大学が全面オンライン授業となり、保護者に

とって我が子の大学に行っていないという不適

応が見えにくくなっていたことも一因ではない

かと思われる。

学科別の相談実数は心理学科が最多の81人、

全体に占める割合は31.2％、相談延数も最多の

889件で、全体に占める割合は44％となった。相

談申し込みも多いが、継続相談の多さが特徴的

であった（表4参照）。

表4．相談者の学科別相談実数・延数

（３）相談内容から見た相談状況

相談領域別相談件数（表5）では心理相談が、

件数全体の55.8％を占めており、前年度と同様

であった。

表5．年度別相談領域別相談件数

 項目

 実 数 21 14.0 30 13.6 39 15.0

 延 数 208 15.2 260 13.3 192 9.5

 実 数 68 45.3 107 48.4 145 55.8

 延 数 840 61.6 1215 62.0 1556 77.0

 実 数 13 8.7 20 9.0 17 6.5

 延 数 167 12.2 137 7.0 131 6.5

 実 数 48 32.0 64 29.0 59 22.7

 延 数 149 10.9 347 17.7 141 7.0

計  実 数 150 100.0 221 100.0 260 100.0

 延 数 1364 100.0 1959 100.0 2020 100.0

修学相談

心理相談

生活相談

2022 ％
年度 
2020 ％ 2021 ％

そ の 他

 実 数 7 4.7 10 4.5 17 6.5
 延 数 82 6.0 114 5.8 159 7.9
 実 数 0 0.0 0 0.0
 延 数 0 0.0 0 0.0
 実 数 7 4.7 17 7.7 25 9.6
 延 数 64 4.7 107 5.5 169 8.4
 実 数 1 0.7 1 0.5 0 0.0
 延 数 17 1.2 1 0.1 0 0.0
 実 数 37 24.7 64 29.0 81 31.2
 延 数 587 43.0 843 43.0 889 44.0
 実 数 15 10.0 16 7.2 27 10.4
 延 数 158 11.6 172 8.8 277 13.7
 実 数 3 2.0 9 4.1 11 4.2

 延 数 28 2.1 28 1.4 133 6.6

 実 数 5 3.3 8 3.6 10 3.8
 延 数 52 3.8 76 3.9 55 2.7
 実 数 7 4.7 8 3.6 9 3.5
 延 数 34 2.5 72 3.7 75 3.7
 実 数 1 0.4
 延 数 1 0.0
 実 数 2 0.8
 延 数 3 0.1
 実 数 5 3.3 6 2.7 2 0.8
 延 数 62 4.5 87 4.4 28 1.4

 実 数 87 58.0 139 62.9 185 71.2
 延 数 1084 79.5 1500 76.6 1789 88.6

 実 数 23 15.3 34 15.4 29 11.2
 延 数 147 10.8 158 8.1 126 6.2
 実 数 32 21.3 42 19.0 40 15.4
 延 数 102 7.5 272 13.9 97 4.8
 実 数 8 5.3 6 2.7 6 2.3
 延 数 31 2.3 29 1.5 8 0.4

 実 数 150 100.0 221 100.0 260 100.0
 延 数 1364 100.0 1959 100.0 2020 100.0

※ 卒業生、外部機関等 ・2022年度よりアジア学科の在籍者無し

2022 ％2021 ％

学生計

  心    理

  社    会

ア ジ ア
国際日本

国際教養

地域創造

院 生

総計

そ
の
他

保護者

教職員

その他※

文

国際

  経    済

％

ヒューマンエコノミー

  経    営

マーケティング

年度 
 学科 2020
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修学相談はオンライン授業の導入があった

2020年度から倍増しており、修学上でのつまず

きが学生相談室でも相談されていることが推測

された。

さらに細かく相談項目別の相談件数をみると、

実数延数ともに「精神衛生」が最多で、2021年

度より大きく増加しており、実数は「学業」と

「他部署連携」が同数で続いている（表6）。2022

年度の「精神衛生」の大幅な増加については、

様々な学生が精神的不調で相談していたことを

示す。対面授業で大学に来た学生や遠隔相談の

学生が、具体的な対人関係などよりむしろ、自

身の気分変調や情緒不安などを訴えていたとい

えよう。

表 6．年度別相談領域別相談件数

（４）月別相談状況

表7の左欄の項目「当月来談数」はその月に何

人の利用があったかということであり、「実数」

は、その年度の中でその月に初めて来室した人

数（年度内の新規相談）であり、「延数」は、

その月にどれだけの相談件数があったかという

ことである。安威キャンパス、総持寺キャンパ

スのそれぞれで算出し、両キャンパスとして全

体の件数を算出した。

表7から、2022年度は、4月からは前年度から

継続中の学生が相談され、新規の申し込み件数

（実数）は６月に一気に増加し、夏休みの8月，

9月に少し相談が減るものの、秋学期が本格的

に始まる10月からまた多くなった。そして、春

休みに相談件数が少し落ち着いた。上記の流れ

は、安威キャンパスと総持寺キャンパスに共通

しており、大きな違いはないように思われる。

8月、9月の学生の夏季休暇中にも授業期間中

の7割ほどの来談学生が継続利用しており、夏

休み中の開室も学生へのサポートとして有意義

だと考えられる。

春休み（特に3月）は、夏休みと同様に相談の

継続と共に、履修に当たっての相談や、卒業予

定学生が卒業後の進路や相談機関について、時

には保護者とも相談を行っていくため、相談件

数が多くなっている。また、留年してしまった

学生やその保護者からの相談も多くなり、新規

の申し込みが増えている。

年度

  相談項目 実 数 延 数 実 数 延 数 実 数 延 数

学業 17 146 24 210 33 129

課外活動 0 27 2 37 4 49

転学・転部・転科 0 0 1 1 0 0

留年 0 1 0 0 0 0

休・退学 4 31 2 4 2 10

再入学 0 0 0 0 0 0

手続き補助 0 3 1 8 0 4

  小      計 21 208 30 260 39 192

人生思想 2 82 6 121 16 269

対人関係 11 135 19 171 17 174

性・異性関係 3 23 4 32 3 26

家庭 12 138 18 115 23 150

精神衛生 34 305 49 594 68 732

性格 6 145 10 171 17 188

性格検査 0 6 0 5 0 7

能力検査 0 6 1 6 1 10

  小      計 68 840 107 1215 145 1556

経済 0 2 0 0 1 5

進路・就職 13 133 15 112 15 108

住居 0 1 1 4 0 0

健康 0 13 4 11 1 9

0 18 0 10 0 9

  小      計 13 167 20 137 17 131

その他 11 36 15 51 10 27

コンサルテーション 17 38 15 85 16 26

他部署連携 20 75 34 211 33 88

  小      計 48 149 64 347 59 141

 総      計 150 1364 221 1959 260 2020

そ
の
他

職業・進路適性検査

20222021

修
学
相
談

心
理
相
談

生
活
相
談

2020
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表7. 2022年度の各ｷｬﾝﾊﾟｽの月別相談件数

表8．月別相談件数（2020～2022年度）

最近の過去年度の月別来談者数（上記、表8）

をみると、2022年度の相談件数はここでも2021

年度と同様の月別遷移を見せており、2022年度

もコロナ前と同程度の学生への支援を行えたと

いえる。相談申し込みも前年度より増加してお

り、学生が学生相談室の利用を再開したことで、

学生相談室も機能することができた。

（５）遠隔相談について

 コロナ感染拡大防止対策のため、対面での相

談を制限された2020年度から、遠隔相談の実施

を導入している。相談形態ごとの相談件数を年

度ごとにまとめたものが表9である。2020年度

は電話相談が多かったが、2022年度までに電話

相談は減少し、WEB相談が増加している。

 それぞれの年度の、相談形態の割合を図にし

たものが図2－1、図2－2、図2－3である。

月

 年度

49 57 65 56 37 40 65 63 63 56 49 55 655

49 23 22 13 4 3 15 16 11 4 3 8 171

98 115 165 125 73 97 151 141 135 111 100 137 1448

19 20 29 27 20 28 26 34 34 25 19 29 310

18 6 12 8 5 8 7 7 9 1 1 7 89

34 36 66 52 26 42 54 67 65 45 31 54 572

67 75 91 81 52 64 88 91 95 80 64 79 927

67 29 34 21 9 11 22 23 20 5 4 15 260

132 151 231 177 99 139 205 208 200 156 131 191 2020

両キャ
ンパス

当該月来談数

実  数

延  数

1 2 3 計

延  数

8 9 10 11 12

当該月来談数

実  数

延  数

当該月来談数

実  数

4 5 6 7

2022

安威

総持寺

月

 年度

20 30 34 29 31 53 57 68 66 50 52 49 539

20 14 12 7 6 25 17 18 15 4 4 8 150

67 74 75 77 50 134 161 177 166 117 122 144 1364

52 59 62 85 63 63 82 83 87 72 54 69 831

52 22 18 27 13 15 25 15 13 12 2 7 221

116 140 152 203 111 154 200 243 194 133 136 177 1959

67 75 91 81 52 64 88 91 95 80 64 79 927

67 29 34 21 9 11 22 23 20 5 4 15 260

132 151 231 177 99 139 205 208 200 156 131 191 2020

実数・・・新規来談者数 延数・・・面接回数

計1 2 3

実  数

10 11 124 5 6 9

当該月来談数

7 8

2020

延  数

2022

実  数

延  数

延  数

当該月来談数

当該月来談数

実  数

2021
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表.9 年度別の形態別の相談件数

図2－1 2020年度の遠隔相談の割合

 対面相談が図の「面談」，電話相談が図の

「TEL」，オンライン相談が「WEB」である。

なお、メール相談は原則していないが、場合に

よって行われたので「MAIL」と表記した。遠隔

相談が導入されてからも原則的にメール相談は

行っていない。ただ、教職員とのやり取りにお

いて、テレワーク（在宅勤務）の影響もあり、

メールやメッセージ機能でのやり取りにてコン

サルテーションを行わざるをえないことも多か

ったため、それをMAIL相談として計上してい

る。

2019年度は、コロナ感染拡大防止のため、1月

に大学への学生の入構が禁止となったため、急

遽、電話相談になったことがあり、電話相談の

件数が例年よりも増え、1～3月で電話相談は96

件となった。通年では156件となり、全体1734

件のうちの9％にのぼった。

2020年度は、春学期に授業がほぼすべてオン

ラインとなり、ほとんどの学生が来学しない状

態であったが、どうしても必要な学生において

は対面相談が細々と続き、一方で電話相談の件

数は大幅に増えた。

図2－2 2021年度の相談形態の割合

2020年5月からオンライン相談が導入された。

2020年度の相談件数の総数は減少したが、電

話相談は例年程度続いていた。2020年秋学期に

なり対面授業が一部再開されると、来学する学

生も増え、例年よりは少ないながらも相談件数

が増えた。

2021年度は、対面授業が再開されつつも、オ

ンライン授業と並行して授業運営がなされてい

た。緊急事態宣言も解除され、学生が少しずつ

動き出した感じがする年度であった。秋学期は

対面授業の増加とともに対面での相談が増えた。

電話相談の件数はあまり変わらずに続いた。一

方で、オンライン相談は増加した。この背景に

相談形態／年度 2020 2021 2022

面談 691 1289 1463

TEL 589 472 336

WEB 49 112 173

MAIL 35 86 48

総数 1364 1959 2020
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は、学生がオンライン授業などでオンライン環

境に慣れた部分もあったと思われる。対面授業

が再開されオンライン授業と並行してすすみ、

オンライン相談を希望する学生が増え、定着し

てきている様子が見て取れる。

図2－3 2022年度の相談形態の割合

2022年度は、さらにコロナ終息方向に動き出

し、通常の生活に戻っていく途上の年度となっ

た。相談件数は全体的に前年度より増加した。

それに伴い、面談とオンラインの相談形態が増

加している。ただ、TEL相談を希望する学生も

一定数みられた。

表10．回数別利用状況

電話相談は、対面やWEB相談のように相談時

にカウンセラーに見られることがないため、相

談時の自分の姿や服装、背景、姿勢などを気に

しなくてよいことが考えられ、見られることに

敏感な対人緊張の強い学生が希望しているので

はないかと考えられる。姿を晒さないですむた

め、視線からの解放感や安心感の中で話せるの

かもしれない。

（６）回数別利用状況

2022年度の回数別利用状況を見てみると表

10のようになった。

2022年度も相談件数が相談実数の約52％が

面接回数1回あるいは2回で終了している。その

次のピークは、相談回数が11～20回の39名であ

る。20回以上面接している人の人数は、29名で

例年と同程度になった。継続した相談員との関

係性をひとつの支えにしながら、困り事や悩み

に向き合っていった学生の存在を示すだろう。

回数 

 年度

2019 87 29 13 20 35 27 19 6 3 0 0 0 239

2020 48 21 6 13 22 18 8 10 2 2 0 0 150

2021 57 36 15 25 30 25 17 9 5 1 1 0 221

2022 93 38 19 22 20 39 14 7 8 0 0 0 260

11～201 2 3 4～5 6～10 71～80 計21～30 31～40 41～50 51～60 61～70
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（７）学年別相談状況

過去3年の学年別に相談件数をまとめたもの

が表11である。「その他」には保護者、教職員

が含まれている。

 学生で一番多いのは、3年で64名、次いで4年

生の50名となっている。特に3年生はコロナ禍

の始まった年の4月に入学してきている学年で

ある。対人関係形成の機会が大きく奪われた学

年である。どのような相談が多いか、次章で観

ることにする。

表11．学年別来談者数

図3－1 2022年度来談者の分布（実数）

図3－2 2022年度来談者の分布（延数）

 上記の図3－1，図3－2は、相談の実数、延数

それぞれについて、相談者別の内訳をグラフに

したものである。図3－1，図3－2においては、

表11では「その他」に含まれていた保護者、教

職員、卒業生や他機関関係者を分けて図示した。

図3－1からわかるよう、教職員との連携が多か

った。

 学年

 実 数 19 12.7 23 10.4 35 13.5

 延 数 136 10.0 189 9.6 215 10.6

 実 数 13 8.7 32 14.5 34 13.1

 延 数 143 10.5 257 13.1 298 14.8

 実 数 25 16.7 40 18.1 64 24.6

 延 数 248 18.2 390 19.9 616 30.5

 実 数 25 16.7 38 17.2 50 19.2

 延 数 492 36.1 577 29.5 632 31.3

 実 数 5 3.3 6 2.7 2 0.8

 延 数 62 4.5 87 4.4 28 1.4

 実 数 63 42.0 82 37.1 75 28.8

 延 数 283 20.7 459 23.4 231 11.4

 実 数 150 100.0 221 100.0 260 100.0

 延 数 1364 100.0 1959 100.0 2020 100.0

※ 保護者、卒業生、教職員、外部機関

 その他※

院 生

 計

２ 年 生

３ 年 生

４ 年 生

2022
年度 
2020 ％ 2021 ％ ％

１ 年 生
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表 12 学年別相談領域・項目別来談件数（延数）
（８）学年別相談領域・項目別来談件数

相談者の内訳を見たうえで、相談者別の相談

項目（表12）をみると、４年生の「精神衛生」

が一番多くなっており、次いで３年生の「精神

衛生」、４年生の「人生思想」、２年生の「精神

衛生」と続いている。先の章でも述べたが、自

身の精神状態についての相談が学年全体を通じ

て多いことがわかる。

コロナ禍によって学生生活に大きな影響があ

った、３年、４年の「精神衛生」での相談件数

は非常に多くなっており、自身の気分や精神状

態を主として来談する人が多いことがわかる。

また、４年生は、進路選択や社会への出立に臨

む中で、今後どう生きていくかという「人生思

想」についての相談が多くなっている。

具体的な人間関係や、修学での相談ではなく、

自信の精神状態での訴えが多いことは、多くの

相談学生が自身の気持ちの不安定さを感じやす

くなっていたり、実際に不調である事を示す。

2019年度入学の4年生は、コロナ禍の中で大

学が始まり終わっていった学年である。対人関

係の悩みが他の学年に比べて少なくなっている。

これはやはり対人関係を形成する場が少なかっ

たことで、そのような悩みが生まれにくかった

といえよう。

「学業」については、どの学年も一定の割合

で相談があった。2021年度以降は、オンライン

授業と対面授業の両方の授業を受ける学生が多

く、各授業の課題のスケジュール管理の難しさ

に加え、様々に開始される活動との両立で大変

さがあったようである。授業の形式の変化は学

生生活の変化に直結し、多くの学生にとっては

適応への努力を要するものであったことがうか

がえる。

３．ラウンジの利用

ラウンジは、居場所がなかなか見つけにくい

学生等に向けたフリースペースとして設置され

ている。

ラウンジ利用数は、2019年度は1100人、2020

年度は120人、2021年度は176人、2022年度は

458人であった。2020年度以降は、コロナ感染

拡大防止の対策（学生の入構禁止や大人数での

利用禁止など）により、来学者の減少に伴い、

大きく利用者数が減少した。

学年 １年 ２年 ３年 ４年 院生 保護者教職員その他 総計

学 業
43 22 44 16 1 3 0 0 129

課外活動
12 16 18 3 0 0 0 0 49

修
転 学 ・
部 ・ 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学 留 年
0 0 0 0 0 0 0 0 0

相 休・退学
1 0 0 6 0 3 0 0 10

談 再 入学
0 0 0 0 0 0 0 0 0

手 続 き
補 助 0 3 1 0 0 0 0 0 4

人生思想
0 54 60 154 0 1 0 0 269

対人関係
23 38 83 17 10 2 0 1 174

心
性・異性
関 係 1 1 21 0 3 0 0 0 26

理 家 庭
14 15 36 11 5 68 0 1 150

相 精神衛生
84 116 215 288 3 26 0 0 732

談 性 格
26 21 91 43 6 1 0 0 188

性格検査
0 0 5 2 0 0 0 0 7

能力検査
0 1 7 2 0 0 0 0 10

経 済
0 2 2 1 0 0 0 0 5

生
進路 ・就
職 0 6 24 76 0 1 0 1 108

活 住 居
0 0 0 0 0 0 0 0 0

相 健 康
2 0 2 5 0 0 0 0 9

談
職業・進路
適 性 検 査 0 0 5 4 0 0 0 0 9

そ の他
9 3 2 4 0 7 1 1 27

コ ン サ ル
テーシ ョン 0 0 0 0 0 7 18 1 26

他部署連携
0 0 0 0 0 7 78 3 88

215 298 616 632 28 126 97 8 2020

そ
の
他

総計
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４．企画・講演会

オンラインの企画『ストレスマネジメントを

学ぼう』を非常勤相談員が企画し、6月15日に４

名の学生が参加した。企画については担当相談

員が別の章で報告している。次年度以降もオン

ラインでの企画を検討していく必要があるだろ

う。

本学の学生数は表13にあるように約8000人

と増加した。その中で多くの学生が学生相談室

の存在を知り、必要に応じて利用するための広

報の一環、また個別相談以外でも心理的サポー

トとなるサービスを考えていく必要がある。

表13 学生数一覧（2022年5月）

５．研修会・研究会

（１）各種研修会・研究会

学生相談室の活動を充実させるためには、学

生相談スタッフの研鑽、また他大学の最新情報

の収集、相談体制の見直しを行うことが重要で

ある。

2020年度以降、多くの研修・研究会が中止、

あるいはオンラインでの実施となった。2022年

度は活発にオンライン開催がなされたことに加

え、年度末には対面での実施も行われたものに

参加した。

以下、参加した研修会と学生相談室から参加

したスタッフの人数を記載する。

・日本学生相談学会第40回大会 1名

・第55回学生相談セミナー（オンライン） 1名

・第60回全国学生相談研修会（オンライン）1名

・近畿学生相談研究会（KSCA）

 第53回特別例会・第153回例会合同開催（オン

ライン） 1名

・2022年度 第2回関西学生相談研究会（NAS研）

1名

（２）学生相談室主催研究会

2022年8月と2023年2月の2回、学生相談室主

催研究会を実施した。

  1993年度から始めたこの研究会は、学生相談

に関わる者のカウンセリングの力量の向上、相

談員相互の意見・情報交換の場として、また、

非常勤相談員にも本学の制度や方針について再

確認し、状況に応じて改善していくことを目的

として開催している。

 研究会の内容としては、学生相談室が受けた

相談や起こった問題の共有と検討、さらに、普

段顔を合わすことの少ない非常勤相談員の相互

コミュニケーションの場と情報交換等である。

 コロナ感染予防対策のため8月、2月ともオン

研究科 経営・経済 経済学 経営学 心理学 現代社会文化 文学

人数 33 31 17

合計

総 学 生 数          8313人

81

大  学  院

学部 男女 小計

男 122

女 73

男 72

女 69

男 265

女 217

男 333

女 258

男 463

女 546

男 775

女 550

男 1410

女 287

男 1238

女 621

男 24

女 6

男 541

女 362

男 5243

女 2989
合      計 8232

1889

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 30

創
造
地
域

地域創造 903 903

人 数学   科

経

営

経   営 1859

文 人文 195

国
際
教
養

国際教養 482

195

国
際

国際 141 141

1073

国際日本 591

経
済
経   済 1697 1697

心
理
心   理 1009 1009

社
会
社   会 1325 1325
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ラインでの開催とした。オンラインの形式では

あるが、スタッフ間のコミュニケーションを大

切に研究会を行った。このようなコミュニケー

ションの場をもつことは任期のある非常勤相談

員同士で、相談学生を引き継ぐときにも役立つ。

６．学生相談室の広報

相談室の広報誌として「学生相談室だより」

を2022年4月（No.97）､6月（No.98）､10月

（No.99）と年3回発行した。

 保護者に向けた学生生活広報誌『保護者のた

めのガイドブック』を2022年4月に発行した。

学生相談室の利用などについてまとめたパン

フレット『学生相談のしおり』と、 「学生相談

室年報」32号を2022年12月に発行した。
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Ⅲ 企画報告書 

非常勤相談員 奥村 裕貴 

◆問題意識と目的 

コロナ禍による学生生活へのさまざまな影響

により問題を抱える新たな学生が現れていると

考えられる。そのような学生に支援の必要性が

あるのではという問題意識の元、学生相談室・

ラウンジ・カウンセラーを知ってもらい、困っ

た時に相談しやすい場所となることを主目的に、

レクチャー・グループワークという形式で学生

と接触する機会を企画した。   

◆方法  

＜内容・形態＞  

・問題を抱えているが相談には至らない学生

層に参加を促すことを意図し、昨年度と同様に

一般にもなじみのある“ストレス”をテーマと

した。  

・参加の敷居を下げるべく、オンラインで個人

が特定されない形でレクチャーメインの実施

とした。参加時間帯を考慮して、２日に分けて

別時間帯で実施した。  

・昨年度のアンケートでは、個別のニーズにつ

いて扱ってほしい要望があったので、参加者の

中で希望を募り、後日対面のグループワークを

計画。  

・ウェベックスの“ミーティング”形式ではな

く、“ウェビナー”形式で開催を試みた。 

＜広報＞  

・昨年度より広報の幅を拡げた。 波線部分は

今年度新たに追加。 

・ポスター掲示：安威キャンパス２号館、学

生相談室、ラウンジ、安威キャンパス５号館エ

レベーター、食堂  

・デジタルサイネージ 安威・総持寺 

・ホームページ掲載 

・キャンパスウェブメール（全学生配布）  

・ポスターは、昨年度より参加意欲を刺激する

よう、以下の工夫を取り入れた。  

  ・文字を減らして、テーマと、目的を短く

まとめるようにした。 

  ・個別のニーズに触れるような、「困りごと」

の例を載せた。 

  ・昨年度の参加者の声を載せた。 

6/15、6/22 実施のグループワークに

ついての報告 
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◆実施結果

〇申し込み・参加人数について 

  １回目：５人（男性２名、女性３名）申し込     

  み→当日４人参加    

２回目：１人申し込み（男性１名） 

→当日０人参加  

〇アンケート結果  総数４人

0 1 2 3 4

理解できなかった

あまり理解できなかった

どちらでもない

まあまあ理解できた

理解できた

②内容の理解度について
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⑤感想や、今後の企画への希望やご意見があれ

ば自由にお書きください。 

４人の内、回答は１人のみであった。

 ・「心のなかにある形容しづらい感情を、身近

にあるものを例に例えて説明してくれていたの

で、自分とストレスの関係を客観的に整理する

ことが出来ました。 」 

〇レクチャーについて 

・個人ワークを 2 回設けたが、時間配分に失敗

して、ワーク実施は一つに留まってしまった。 

・質問・問い合わせは、①レクチャー内容につ

いての質問、②個人的な悩み事をレクチャー内

容と結び付けて質問、③続編日程についての問

い合わせと、3 件あった。質問はすべてチャッ

トであった。 

・レクチャー2 日目は 1 名の申込があったが、

当日連絡なくキャンセルであった。  

〇後日希望者への対面でのグループワークにつ

いて 

・レクチャー参加者にアンケートを実施したと

ころ、２名の希望者がいたため、続編企画を再

度案内したが、申し込みは０名であった。 

◆所感  

〇申し込み・参加状況について 

・申し込み人数が昨年度より１名増えた。アン

ケート結果からは、新たに広げた広報から申し

込みにつながったことがわかった。 

・レクチャー参加者の内、希望者に対面での続

編を提案したが、参加者は０名であった。レク

チャー開催から 1 か月以上期間を開けた開催日

（７月末）であったこと、および夏期休暇開催

にしたことで、参加希望者の問題意識が薄れて

しまったことなどを原因として考察している。 

〇レクチャーについて 

・昨年度までの開催とは違い、ウェビナー形式

とすることで、参加者リストを参加者同士が見

ることができない設定にした。匿名性が高まっ

たことで、アンケートの自由記述欄の回答回収

率の低下につながった面があるように考える。

・また、満足度や理解度なども低下した。前年

度に比べて、内容を増補し、レクチャー時間を

長くした。個人ワークの時間が短く、参加者が

一方的にレクチャーを受ける感覚が強くなって

しまった面が影響したのかもしれない。あるい

は参加者にとっては、匿名性が担保され、自由

度高く回答できたことで、より本音に近い回答

につながったためであるかもしれない。

0 1 2 3 4

満足できなかった

あまり満足できなかった

どちらでもない

まあまあ満足

満足

③満足度について

0 1 2 3 4

参加を希望しない

参加を希望する

④夏期休暇続編の参加を

希望する
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○3 シーズンの開催を行った総括として

 コロナ禍における問題意識から、オンライン

を使った開催、および、なじみ深い「ストレス」

をテーマとして実施した。個人的な困り感が質

問やアンケートで上がることがいくつか見られ、

当初の目的設定に沿う参加が確認できた点はあ

った。それらの学生を、さらなる支援につなげ

る方向を模索し、学生相談室の利用を促したり、

さらなる個別の課題を扱うグループワークを設

けたりしたが、残念ながら利用や参加にはつな

がらなかった。 

  3 回目は、事務の方に広報を拡げることに

ご協力いただき、新たな広報から参加につなが

った面が見られた。ただ、大幅な参加者増とは

ならなかった。 この点に関しては、開催の条

件を揃えているわけではないので、単純な比較

はできないが、テーマ設定の問題、開催時期・

曜日の問題、オンラインレクチャー形式の問題

などさまざまに要因が考えられる。 
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１．追手門学院大学学生相談室規程

（設置） 

第１条 追手門学院大学（以下「大学」という。）

の学生支援部に学生相談室（以下「相談室」とい

う。）を設置する。 

（目的） 

第２条 相談室は、学生が当面する学生生活上の

個人的問題について相談に応じ、助言することを

目的とする。 

（業務） 

第３条 相談室は、前条の目的を達成するために、

次の業務を行う。 

(1) 学生相談 

(2) 心理的な緊急事例に対するケア 

(3) 学生相談に関する研究、調査及び広報活動 

(4) メンタルヘルスの維持・増進に係る保健室

との連携 

(5) その他相談室に関すること。 

（組織） 

第４条 相談室に、室長を置き、次の者をもって

組織する。 

(1) 相談員 

(2) 相談医 

(3) 緊急ケア担当者 

(4) 事務職員 

２ 室長は、大学専任教員の中から、常任理事会

の議を経て、学長が任命する。ただし、任期は２

年とし、再任を妨げない。 

３ 室長が年度の途中で任命された場合は、前項

の定めにかかわらず、就任した年度の翌年度の４

月１日から起算して２年を経過する日までを任

期とする。 

４ 相談員及び相談医は、学生相談に適任と認め

られる学内外者から室長が推薦し、学長が委嘱す

る。 

（運営） 

第５条 相談室の運営については、学生支援部委

員会で協議する。 

（守秘義務） 

第６条 学生相談に関する個人の秘密について

は、これを厳守しなければならない。 

附 則 

この規程は、昭和 50年 11月 10日から施行する。 

附 則 

この規程は、1995 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2000 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2001 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2002 年 4月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、2014 年 4 月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に室長である者は、

引き続き室長として在任し、任期満了の日までそ

の職務を執行するものとする。 

附 則 

この規程は、2019 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2020 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022 年 4月１日から施行する。 
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２．追手門学院大学学生支援委員会規程

（目的） 

第１条 本学に学生生活の諸問題に関する事項につい

て審議するため、学生支援部委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 課外活動に関する重要な事項 

(2) 学生の奨学金に関する事項 

(3) 学生の健康管理に関する事項 

(4) 学生相談室に関する基本的な事項 

(5) 学生生活実態調査に関する事項 

(6) 学生の賞罰に関する事項 

(7) その他学生生活に関する事項 

（構成） 

第３条 委員会は、学生支援部長を委員長とし、次の

者をもつて構成する。 

(1) 各学部の学科から選出された委員 各１名 

(2) 学生相談室長 

(3) 学生支援部事務部長 

(4) 学生支援部次長 

(5) 学生支援課長 

２ 前項第１号の委員の任期は２年とし、再任は妨げ

ない。 

３ 委員に欠員が生じた場合、補充委員の任期は前任

者の残任期間とする。 

（招集） 

第４条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指

名した委員がその職務を代行する。 

３ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求

め、意見を聴くことができる。 

（その他の事項） 

第５条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営

に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 

（所管） 

第６条 委員会に関する事務は、学生支援部の所管と

する。 

（規程の改廃） 

第７条 この規程の改廃は、委員会の議を経て行う。 

附 則 

１ この規程は、1995年４月１日から施行する。 

２ 追手門学院大学学生生活委員会規程（昭和45年６

月９日制定）は、廃止する。 

３ 追手門学院大学就職委員会規程（昭和55年４月１

日制定）は、廃止する。 

附 則 

この規程は、1999年6月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2000年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2006年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2006年6月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2012年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2012年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2019年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2020年4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2020年6月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022年4月１日から施行する。 
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３．学生相談室の事業・活動内容

 ○近畿学生相談研究会

 ○日本学生相談学会

 ○関西学生相談研究会

 ○日本学生支援機構

 ○全国学生相談研究会議

 ○キャンパス・セクシュアル

 ・ハラスメント全国ネットワーク

＜担当者＞

全学運営

学生相談室
常勤スタッフ

学生相談室
常勤スタッフ

保護者のためのガイド

保健室スタッフ

学生相談室常勤スタッフ

ハラスメント専門相談員

教育・啓蒙

学生相談室研究会
      夏季・冬季（年2回）

研究・研修

教職員・保護者への
コンサルテーション

学生相談室
全スタッフ

学外専門機関への紹介

学生支援課・総合オフィス

＜事業内容＞ ＜活動内容＞

相談・連携

ブック・年報・相談室

相談員

外部講師

専任相談員

相談員・学内講師

ハラスメント相談

三者懇談会

カウンセリング

学内諸機関との連携

学生相談室長学生支援部委員会

ハラスメント相談員への研修

各種企画

全学ＦＤ研修会

講演会等

だよりの発行

ハラスメント専門相談員
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4．心理的緊急ケアの手順

① 学生支援課あるいは学生相談室において、心理的緊急ケアが必要と判断されると、学生相談

室の心理的緊急ケア担当（専任教員相談員）に連絡がなされます。

② 心理的緊急ケア担当は、それまでの経緯、必要な情報を収集し、学生に必要な対応を判断し

ます。

心理的緊急ケアが必要な学生が心理的支援につながることが主眼です。

必要に応じて、学生支援課、保健室、教職員（ゼミ担当教員や関係他部署）、保護者等の関係

者と連絡をとり、連携・協力を依頼します。連携を行う際には、状況の説明や情報共有と、学生

への適切な対応についての助言を行います。関係者は、当該学生に心理的その他の支援を行い

ます。

場合によっては、他の部署から学生本人や保護者に連絡をとってもらうこともあります。

また、必要に応じて、学外の専門機関に連絡し、学生や保護者がスムーズにつながれるよ

うサポートします。

③ 緊急対応によって混乱期を脱した後は、必要に応じて学生相談室でのカウンセリングなど、

継続事例として対応します。

また、緊急ケアに関係する教職員や保護者と、定期的に連絡をとり、学生をとりまく関係者

や環境のフォローも行います。

＊ 関係者には守秘義務があります。 

学生相談室

心理的緊急ケア担当

保健室

学生支援課

教職員

保護者

心理的緊急ケアが必要な学生

外部専門機関

図 1．心理的緊急ケア担当と関係者（部署）との関係図

直
接
の
心
理
的
支
援

（    心理的支援    心理的その他の支援    協働関係）
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2022 年度 月別相談件数集計表（実数･･･新規来談者数） 
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
2
3
人
数

学
業

1
1
1
2
3
2
3
4
1
4
0
1
1
3
3

課
外
活
動

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

4

転
学
・
転
部
・
転
科

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

留
年

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

休
・
退
学

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2

再
入
学

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

手
続
き
補
助

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1
2
1
2
3
2
3
4
1
5
0
2
4
3
9

人
生
思
想

7
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
3
1
6

対
人
関
係

5
1
3
0
0
2
3
2
0
0
1
0
1
7

性
・
異
性
関
係

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

家
庭

6
4
4
3
2
0
1
0
2
0
0
1
2
3

精
神
衛
生

1
4
7
1
0
6
2
1
9
9
7
1
0
2
6
8

性
格

3
1
5
0
1
0
0
3
2
2
0
0
1
7

性
格
検
査

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

能
力
検
査

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1

3
7
1
6
2
2
9
5
3
1
4
1
5
1
3
4
1
6
1
4
5

経
済

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

進
路
就
職

4
1
0
2
2
1
0
2
0
0
1
2
1
5

住
居

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

健
康

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

職
業
・
進
路
適
性
検
査

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

5
1
0
2
2
1
0
2
0
0
1
3
1
7

そ
の
他

4
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

3
1
3
2
0
2
3
2
0
0
0
0
1
6

他
部
署
連
携

6
8
7
4
0
2
1
3
1
1
0
0
3
3

1
3
1
1
1
0
7
0
4
4
5
2
1
0
2
5
9

6
7
2
9
3
4
2
1
9
1
1
2
2
2
3
2
0
5
4
1
5
2
6
0

項
目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月

そ
の
他

小
計

計

修
学
相
談

小
計

心
理
相
談

小
計

生
活
相
談

小
計
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2022 年度 月別相談件数集計表（延数･･･実際の面接回数） 
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
2
3
人
数

学
業

1
6
5
1
0
8
3
1
3
1
5
2
1
1
6
1
0
7
5
1
2
9

課
外
活
動

2
4
8
3
1
4
5
7
7
2
2
4
4
9

転
学
・
転
部
・
転
科

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

留
年

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

休
・
退
学

0
0
1
1
0
0
3
0
0
1
0
4
1
0

再
入
学

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

手
続
き
補
助

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2

4

1
8
9
1
9
1
2
4
1
7
2
4
2
9
2
3
1
3
9
1
5
1
9
2

人
生
思
想

1
9
2
7
3
0
2
5
1
6
2
0
2
2
1
8
1
8
1
6
2
4
3
4
2
6
9

対
人
関
係

8
1
3
2
5
1
0
4
1
3
1
8
1
5
2
4
1
3
1
3
1
8
1
7
4

性
・
異
性
関
係

2
4
1
2
1
0
3
5
3
2
2
1
2
6

家
庭

1
0
1
7
2
6
2
0
9
9
7
1
0
1
2
1
3
8
9
1
5
0

精
神
衛
生

3
7
3
8
7
3
6
7
3
9
4
9
7
8
8
9
7
7
6
7
4
7
7
1
7
3
2

性
格

1
2
1
1
2
0
1
7
7
6
2
2
2
1
2
6
1
6
1
4
1
6
1
8
8

性
格
検
査

0
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1

7

能
力
検
査

0
0
2
1
0
0
0
1
2
3
0
1
1
0

8
8
1
1
0
1
7
8
1
4
3
7
8
9
8
1
5
0
1
6
0
1
6
2
1
3
0
1
0
8
1
5
1
1
5
5
6

経
済

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2

5

進
路
就
職

8
1
1
1
0
9
9
1
1
7
8
3
6
9
1
7
1
0
8

住
居

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

健
康

3
0
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0

9

職
業
・
進
路
適
性
検
査

0
0
0
3
2
2
2
0
0
0
0
0

9

1
1
1
2
1
3
1
2
1
3
1
3
1
0
9
4
6
9
1
9
1
3
1

そ
の
他

4
4
3
1
0
0
6
0
3
3
0
3
2
7

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

3
3
4
2
0
3
8
2
0
0
1
0
2
6

他
部
署
連
携

8
1
3
1
4
7
4
8
7
8
8
4
4
3
8
8

1
5
2
0
2
1
1
0
4
1
1
2
1
1
0
1
1
7
5
6
1
4
1

1
3
2
1
5
1
2
3
1
1
7
7
9
9
1
3
9
2
0
5
2
0
8
2
0
0
1
5
6
1
3
1
1
9
1
2
0
2
0

項
目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月

そ
の
他

小
計

計

修
学
相
談

小
計

心
理
相
談

小
計

生
活
相
談

小
計
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総
計

総
計

学
業

1
7
1
6

0
3
3

学
業

6
9
6
0

0
1
2
9

課
外
活
動

1
3

0
4

課
外
活
動

2
1
2
8

0
4
9

修
転
学
・
部
・
科

0
0

0
0

修
転
学
・
部
・
科

0
0

0
0

学
留
年

0
0

0
0

学
留
年

0
0

0
0

相
休
・
退
学

2
0

0
2

相
休
・
退
学

9
1

0
1
0

談
再
入
学

0
0

0
0

談
再
入
学

0
0

0
0

手
続
き
補
助

0
0

0
0

手
続
き
補
助

3
1

0
4

小
計

2
0
1
9

0
3
9

小
計

1
0
2
9
0

0
1
9
2

人
生
思
想

8
8

0
1
6

人
生
思
想

1
9
9
7
0

0
2
6
9

対
人
関
係

7
1
0

0
1
7

対
人
関
係

8
9
8
5

0
1
7
4

心
性
・
異
性
関
係

0
3

0
3

心
性
・
異
性
関
係

9
1
7

0
2
6

理
家
庭

4
1
9

0
2
3

理
家
庭

2
6
1
2
4

0
1
5
0

相
精
神
衛
生

2
0
4
7

1
6
8

相
精
神
衛
生

2
2
1
5
0
9

2
7
3
2

談
性
格

1
1

6
0

1
7

談
性
格

9
1
9
7

0
1
8
8

性
格
検
査

0
0

0
0

性
格
検
査

3
4

0
7

能
力
検
査

1
0

0
1

能
力
検
査

9
1

0
1
0

小
計

5
1
9
3

1
1
4
5

小
計

6
4
7
9
0
7

2
1
5
5
6

生
経
済

1
0

0
1

生
経
済

3
2

0
5

活
進
路
・
就
職

7
8

0
1
5

活
進
路
・
就
職

6
9
3
9

0
1
0
8

相
住
居

0
0

0
0

相
住
居

0
0

0
0

談
健
康

0
1

0
1

談
健
康

0
9

0
9

談
職
業
・
進
路

適
性
検
査

0
0

0
0

談
職
業
・
進
路

適
性
検
査

4
5

0
9

小
計

8
9

0
1
7

小
計

7
6
5
5

0
1
3
1

そ
の
他

2
8

0
1
0

そ
の
他

7
1
9

1
2
7

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

7
9

0
1
6

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

1
1
1
5

0
2
6

他
部
署
連
携

1
9
1
4

0
3
3

他
部
署
連
携

6
1
2
7

0
8
8

小
計

2
8
3
1

0
5
9

小
計

7
9
6
1

1
1
4
1

計
計

男
女
そ
の
他

1
0
7
1
5
2

1

2
0
2
2
年
度
相
談
件
数
集
計
表
（
延
数
）

男
女

そ の 他

2
0
2
0

2
0
2
2
年
度
相
談
件
数
集
計
表
（
実
数
）

そ の 他

2
6
0

そ
の
他

9
0
4
1
1
1
3

3
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2022 年度 学生相談室活動報告一覧表  
項
目
月

4
月
 
◎
 
4
月
1
日
（
金
）
～
3
月
3
1
日
（
金
）

 
1
日
（
金
）
「
大
学
生
の
心
の
理
解
と
『
育
て
上
げ
』
へ
の
 
5
日
（
火
）
入
学
式

 
 
 
 
 
月
曜
日
～
金
曜
日
 
開
室

 
 
 
 
 
 
 
 
 
配
慮
―
保
護
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
」

 
1
日
（
金
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
9
7

5
月

 
6
日
（
金
）
～
8
日
（
月
）

 
2
9
日
(
日
)
開
院
記
念
日

6
月

 
1
日
（
水
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
9
8

 
4
日
（
月
）
～
1
5
日
（
金
）

 
 
 
 
近
畿
学
生
相
談
研
究
会
（
K
S
C
A
)

 
2
1
日
(
木
)
 
～
9
月
3
0
日
(
金
)

8
月

 
2
5
日
（
木
）
学
生
相
談
室
主
催
研
究
会
Ⅰ

9
月

 
3
日
（
月
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
9
9

 
2
9
日
(
土
)
3
0
日
(
日
)

「
学
生
相
談
室
年
報
」
第
3
2
号

 
 
大
学
祭

 
2
0
日
（
日
）
～
2
1
日
（
月
）

 
 
 
 
第
6
0
回
全
国
学
生
相
談
研
修
会
(
オ
ン
ラ
イ
ン
)

 
3
日
（
土
）

「
学
生
相
談
室
年
報
」
第
3
2
号

 
1
2
月
2
7
日
（
火
）
～
1
月
5
日
（
木
）

 
 
(
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
)

1
月

2
月

 
9
日
（
木
）
学
生
相
談
室
主
催
研
究
会
Ⅱ

 
2
5
日
（
土
）

 
 
 
 
2
0
2
2
年
度
 
第
2
回
関
西
学
生
相
談
研
究
会

開
室
日
／
閉
室
日

講
演
会
・
企
画
他

研
修
・
研
究
会

学
生
相
談
室
だ
よ
り
・
年
報
の
発
行

大
学
行
事
・
そ
の
他

 
 
3
1
日
（
日
）

 
 
 
 
第
5
5
回
学
生
相
談
セ
ミ
ナ
ー
(
オ
ン
ラ
イ
ン
)

 
 
 
 
夏
期
休
業

 
 
 
※
大
学
授
業
日
は
基
本
開
室

 
・
8
月
1
1
日
（
木
）
～
1
8
日
（
木
）

 
 
夏
季
一
斉
休
暇
の
た
め
閉
室

 
 
※
8
月
1
0
日
(
水
)
と
8
月
1
9
日
（
金
）

 
 
 
は
計
画
有
休

 
 
日
本
学
生
相
談
学
会
第
4
0
回
大
会

 
 
(
ハ
イ
フ
レ
ッ
ク
ス
開
催
)

 
 
第
1
5
4
回
定
期
総
会
(
メ
ー
ル
審
議
)

 
1
5
日
（
水
)
グ
ル
ー
プ
企
画

 
2
0
日
（
月
）
学
位
授
与
式

 
2
0
2
3
年
度
「
学
生
相
談
の
し
お
り
」

 
 
冬
期
休
業

 
1
5
日
(
金
)
春
学
期
授
業
終
了

1
0
月

・
1
2
月
2
9
日
（
木
）
～
1
月
4
日
（
水
）

 
 
冬
期
休
暇
の
た
め
閉
室

 
 
※
1
2
/
2
7
（
火
）
と
1
2
/
2
8
（
水
）

 
 
 
は
計
画
有
休

1
1
月

1
2
月

 
 
近
畿
学
生
相
談
研
究
会
（
K
S
C
A
）

 
 
第
5
3
回
例
会
・
第
1
5
3
回
特
別
例
会
合
同
開
催

 
（
N
A
S
研
）

3
月

7
月



友人・先生との

付き合いに、 

気を遣いすぎ

てしまう。 

学業・部活・ 

アルバイト・・・ 

が、うまく 

いかない。 

6／15（水） 6／22（水） 

日常の些細な

ことでイライラ

してしまう。 

14：20～15：30

課題が増え

てきて、疲れ

がとれない。 

2022年度 春学期 

学生相談室企画 

〇講師：奥村 裕貴（非常勤相談員／臨床心理士・公認心理師） 

〇対象：学部・大学院生  〇参加費：無料です。 

〇申込方法：メールにて（sodan@otemon.ac.jp） 

件名「GW申込」とお書きの上、 

本文「①氏名 ②学籍番号 ③学部・学科 ④回生 ⑤参加希望日」

をご記入の上、送信ください。 

※定員（各日３０名）に達した場合、応募を締め切らせていただきます。

※詳細は参加者に後日、メールにてお知らせします。 

「最近自分で思うように行動でき

ないことが多く、苛立ちが溜まって

しまっていたので、気持ちの整理が

できて良かったです。」

「自分がとりがちであったストレ

スへの対処方法などに気づくこと

ができたと思います。」 

11：30～12：40 

お申し込みは 

こちら！ 

オンライン開催 （Webex にて） 

＜お問い合わせ＞ 

追手門学院大学 学生相談室（安威）

 Tel: 072-641-9628 

レクチャー

ミニワーク

mailto:sodan@otemon.ac.jp
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2023 年度 学生相談室活動予定一覧表       

項
目
月

4
月
 
◎
 
4
月
1
日
（
土
）
～
3
月
3
1
日
（
日
）

 
1
日
（
金
）
「
大
学
生
の
心
の
理
解
と
『
育
て
上
げ
』
へ
の
 
6
日
（
木
）
入
学
式

 
 
 
 
 
月
曜
日
～
金
曜
日
 
開
室

 
 
 
 
 
 
 
 
 
配
慮
―
ご
家
族
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
」

 
1
日
（
金
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
1
0
0

5
月

 
1
3
日
（
土
）
～
1
5
日
（
月
）

 
2
9
日
(
月
)
開
院
記
念
日

 
 
日
本
学
生
相
談
学
会
第
4
1
回
大
会
(
ハ
イ
フ
レ
ッ
ク
ス
開
催
)

6
月

 
2
4
日
（
土
)

 
1
日
（
木
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
1
0
1

 
 
 
 
近
畿
学
生
相
談
研
究
会
（
K
S
C
A
）
 
 

 
 
第
1
5
4
回
例
会
・
定
期
総
会

 
2
0
日
(
木
)
春
学
期
授
業
終
了

 
2
1
日
(
金
)
 
～
9
月
2
9
日
(
金
)

 
 
3
0
日
（
日
）

 
 
 
 
第
5
8
回
学
生
相
談
セ
ミ
ナ
ー
(
オ
ン
ラ
イ
ン
)

8
月

 
3
1
日
（
木
）
学
生
相
談
室
主
催
研
究
会
Ⅰ

 
3
日
（
土
）

 
9
月

 
 
キ
ャ
ン
パ
ス
・
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 
 
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 
第
2
9
回
全
国
集
会

 
1
6
日
（
土
）

 
 
 
 
2
0
2
3
年
度
 
第
1
回
関
西
学
生
相
談
研
究
会
（
N
A
S
研
）

 
2
日
（
月
）
「
学
生
相
談
室
だ
よ
り
」
N
o
.
1
0
2

 
2
8
日
(
土
)
 
～
2
9
日
(
日
)

 
 
大
学
祭

 
1
1
月
1
0
日
(
金
)
特
別
講
義
お
よ
び
小
講
義
(
オ
ン
ラ
イ
ン
)

 
 
1
1
月
1
8
日
(
土
)
～
1
9
日
(
日
)
分
科
会
(
対
面
)

 
9
日
（
土
）

「
学
生
相
談
室
年
報
」
第
3
3
号

 
1
2
月
2
6
日
（
火
）
～
1
月
4
日
（
木
）

1
月

2
月

 
学
生
相
談
室
主
催
研
究
会
Ⅱ

 
 
2
0
2
2
年
度
 
第
2
回
関
西
学
生
相
談
研
究
会
（
N
A
S
研
）

 
1
9
日
（
火
）
学
位
授
与
式

大
学
行
事
・
そ
の
他

 
 
※
 
大
学
授
業
日
は
基
本
開
室

1
1
月

開
室
日
／
閉
室
日

講
演
会
・
企
画
他

研
修
・
研
究
会

学
生
相
談
室
だ
よ
り
・
年
報
の
発
行

 
1
9
日
（
金
)
グ
ル
ー
プ
企
画

 
・
8
月
1
1
日
（
金
）
～
1
8
日
（
金
）

 
 
夏
季
一
斉
休
暇
の
た
め
閉
室

 
 
※
8
月
9
日
（
水
）
と
8
月
1
0
日
（
木
）

 
 
 
は
計
画
有
休

7
月

 
 
夏
期
休
業

1
0
月

 
 
1
4
日
（
土
）

 
 
 
 
第
5
9
回
学
生
相
談
セ
ミ
ナ
ー

 
 
―
事
例
検
討
を
中
心
と
す
る
1
D
a
y
東
京
研
修
会
―

1
2
月

 
 
近
畿
学
生
相
談
研
究
会
（
K
S
C
A
）

 
 
第
5
4
回
特
別
例
会

 
 
 
 
 
冬
期
休
業

3
月

 
2
0
2
4
年
度
「
学
生
相
談
の
し
お
り
」

・
1
2
月
2
9
日
（
金
）
～
1
月
4
日
（
木
）

 
 
冬
期
休
暇
の
た
め
閉
室

 
 
※
1
2
/
2
7
(
水
)
と
1
2
/
2
8
(
木
)

 
 
 
は
計
画
有
休

 
 
 
 
第
6
1
回
全
国
学
生
相
談
研
修
会
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＜2022 年度 学生相談室スタッフ一覧＞ 

学生相談室長     永 野 浩 二 （心理学部心理学科教授） 

相  談  員       荒 木 浩 子 （専任相談員  臨床心理士）  

                 花 浴 友利子 （非常勤相談員 臨床心理士）  

                 河 野 一 紀 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 米 田   岬 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 奥 村 裕 貴 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 木 梨 裕 子 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 高 辻 優 子 （非常勤相談員 臨床心理士） 

山 内 ひとみ （非常勤相談員 臨床心理士） 

                山 本 悠 介 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 小 山 明 子 （非常勤相談員 臨床心理士） 

                 杉 本 志津佳 （ハラスメント相談員） 

受 付 ・ 事 務      乾   知 恵 （派遣職員） 

                 渡 邊 美由希 （派遣職員）   

細 谷 真 理 （派遣職員） 
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